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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（長谷部 集君） ただいまの出席委員は19名であります。定足数に達しておりま

すので、これより予算審査特別委員会を開会いたします。 

  なお、山本英俊委員におかれましては、インフルエンザのため欠席の旨連絡がございまし

たので、報告いたします。 

  本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（長谷部 集君） 最終日となりますが、残りの各特別会計及び水道会計の審査を行

います。 

  限られた時間内の審査ですので、各委員のご協力をよろしくお願いいたします。 

  審査に当たり、質疑は一問一答で簡潔にお願いします。また、当局側の答弁も簡潔に説明

をしていただきたいと思いますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、審査に入ります。 

  まず初めに、議案第37号 平成26年度甲斐市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

  なお、説明及び質疑は歳入一括、歳出一括で行いたいと思いますので、それでは審査に入

ります。 

  まず、歳入について一括で説明を求めます。 

  三澤長寿推進課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） おはようございます。 

  それでは、議案第37号 平成26年度甲斐市介護保険特別会計予算につきましてご説明さ

せていただきます。 

  議案の123ページのほうをお開きください。 

〔発言する者あり〕 

○長寿推進課長（三澤 宏君） わかりました。それでは、議案のほうは省略させていただき

ます。 

  予算説明書は241ページからとなります。 
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  介護保険特別会計の当初予算総額につきましては、歳入歳出それぞれ38億2,977万3,000

円と定めるものでございます。 

  予算審議資料につきましては33ページとなりますので、あわせてごらんいただきたいと

思います。また、予算参考資料ナンバー５につきましては、歳出の際にご説明させていただ

きます。 

  それでは、予算説明書244、245ページをよろしくお願いいたします。 

  １款保険料、１目第１号被保険者保険料は８億8,470万1,000円で、第１号被保険者、65

歳以上の総数を１万6,014人と見込んでおります。１節現年度分特別徴収保険料８億１万

8,000円は、年金から天引きされる方々の保険料で、第１号被保険者の総数１万6,014人の

うち１万4,400人、約89.92％を見込んでおります。２節現年度分普通徴収保険料8,056万

5,000円は、年金から天引きされない方々で1,614人、10.08％を見込んでおります。３節滞

納繰越分保険料411万8,000円は、過年度分の滞納保険料の収納見込み額でございます。 

  ２款分担金及び負担金、１項負担金、１目認定審査会負担金、１節認定審査会共同設置負

担金1,101万1,000円は、介護認定審査会にかかわる経費の甲斐市を除きます中央市、昭和

町からの負担金であり、均等割10％、審査件数割90％により負担額を定めております。認

定審査会にかかわる今年度予算2,718万4,000円の内訳で、中央市677万8,000円、24.9％、

昭和町423万3,000円、15.6％となっておりまして、甲斐市分は1,617万3,000円、59.5％と

なります。 

  ３款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料、１節督促手数料18万円は、保険

料未納者への督促に伴う事務手数料です。 

  ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金６億7,219万4,000円のうち、

１節現年度分介護給付費は、当初予算上の介護保険給付費総額36億5,054万3,000円に対す

る国の負担分です。２節過年度分介護給付費負担金1,000円は、存置としての計上でござい

ます。 

  続きまして、246、247ページのほうをお願いいたします。 

  ２項国庫補助金、１目調整交付金8,396万2,000円は、平成24年度の実績調整率2.3％見込

みで算定をしております。２目地域支援介護予防事業交付金930万6,000円は、地域支援事

業の介護予防事業3,722万5,000円に対する交付金です。３目地域支援包括的支援等事業交

付金2,088万7,000円は、包括的支援等事業5,288万円に対する交付金です。 

  ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金10億5,865万8,000円
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のうち、１節現年度分介護給付費交付金10億5,865万7,000円は、40歳から64歳までの２号

被保険者から徴収した保険料により、保険給付費見込み額の定率分として支払基金から交付

されます。２節過年度分介護給付費交付金1,000円は、存置でございます。２目地域支援事

業支援交付金1,079万5,000円は、地域支援事業の介護予防事業に対する交付金です。 

  ６款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金５億1,423万3,000円のうち、１節

現年度分介護給付費負担金５億1,423万2,000円は、介護給付費総額36億5,054万3,000円に

対する県負担分です。 

  続きまして、248、249ページをお願いいたします。 

  ２節の過年度分介護給付費負担金1,000円は、存置でございます。 

  ２項県補助金、１目地域支援介護予防事業交付金465万3,000円は、地域支援事業の介護

予防に対する交付金です。２目地域支援包括的支援等事業交付金1,044万3,000円は、包括

的支援等事業に対する交付金です。 

  ７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金18万5,000円は、介護保険準備基

金の運用の利子収入です。 

  ８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金４億5,631万7,000円は、保険

給付費総額36億5,054万3,000円に対する市負担の繰入金です。 

  続きまして、250ページ、251ページをお願いいたします。 

  ２目地域支援介護予防事業繰入金465万3,000円は、地域支援事業の介護予防事業に対す

る市負担繰入金です。３目地域支援包括的支援等事業繰入金1,044万3,000円は、包括的支

援等事業に対する市負担繰入金です。４目その他の一般会計繰入金7,714万6,000円のうち、

１節職員給与費等繰入金3,052万6,000円は、介護保険係職員５人の人件費繰り入れです。

２節事務費等繰入金4,662万円は、介護認定審査会における市の負担分1,617万3,000円及び

介護認定、保険料賦課徴収等、介護保険運営のための事務費3,044万7,000円の合計額です。 

  ２項基金繰入金、１目介護保険給付準備基金繰入金1,000円は、存置です。 

  ９款の繰越金も存置でございます。 

  続きまして、252ページ、253ページのほうをお願いいたします。 

  10款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目第１号被保険者延滞金は存置でござい

ます。２項雑入、１目雑入の各1,000円につきましても存置でございます。 

  以上、歳入総額36億2,977万3,000円、前年当初と比較しますと5.56％の増額となります。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議のほうお願いいたします。 
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○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対しての質疑を行います。 

  所管は厚生環境常任委員会になります。 

  質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 歳入の１款保険料、１の第１号被保険者の保険料ですけれども、前年

度と比較しますと5,847万ほどふえておりますけれども、この内容についてですけれども、

まず保険料が上がったわけじゃないと思いましけれども、人数の増加かな。原因を。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 65歳以上の第１号被保険者につきましては、年々高齢化が

進んで増加傾向にありますので、その分ふえることがあります。保険料につきましては、金

額は変わっておりません。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 平成26年度についてはそういう状況ですけれども、平成27年からま

た３年間、介護保険料の改定もあろうかと思うんですが、うわさによりますと、大分上がる

のではないかなということを聞いているんですが、そんな見込みでしょうかね。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 次期保険料につきましては、現在まだ事業の内容等固まって

おりませんので、また事業の素案等できました段階でご説明したいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） ここで質問するのはどうかと思うんですが、２号被保険者の保険料も

今回大分上がるんではないかといううわさがあるんですが、その辺はいかがでしょう。現在、

２号被保険者の中小企業の方たちの保険料でございますが、1.55％から1.72％に引き上げ

られると、そういうこと聞いたんで、先ほど保険料じゃないかなという質問をさせてもらい

ました。どうなんでしょうか、その辺は。知っている範囲で結構でございますが、お願いい

たします。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） ２号の保険料につきましては、全国ベースで検討していきま
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すので、ちょっと現在の状況ですとお答えできない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） ついでですけれども、介護報酬の引き上げというのは、今年度は厚労

省考えているようでしょうか。教えていただければありがたいです。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） この４月から消費税の関係で、一部の報酬等が値上げという

か、上げられてきます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） じゃ、246ページ、調整交付金でございますけれども、これは75歳以

上の高齢者の割合に対しての調整交付金でしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 調整交付金につきましては、75歳以上の方とか、あと所得

の分布の状況等によって異なってきます。標準が全国ベースだと５％という割合ですけれど

も、甲斐市2.3％と見込んでおりますので、やはり所得状況とか、そういった分布状況が他

の市よりも、もう少し収入が多いというか、所得が多いという形になります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） じゃ、その下の地域支援事業、支払基金の交付金の中の２の地域支援

事業支援交付金ですが、この内容についてですけれども、現年度分の地域支援事業支援交付

金の内容についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 支援交付金の割合等がございますので、また、事業の内容等

につきましては歳出のほうでご説明しますので、そちらのほうでよろしくお願いいたします。 

〔「ここで説明してもいいじゃないですか」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 歳出のほうが説明がしやすいということですので、歳出のほうで

またよろしくお願いします。 

○委員（樋泉明広君） はい、わかりました。 
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○委員長（長谷部 集君） その他ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  なければ、質疑を終了いたします。 

  次に、歳出について一括で説明を求めます。 

  三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） それでは、歳出のほうをご説明いたします。 

  予算説明書は254ページからとなります。 

  参考資料ナンバー５でご説明をさせていただきます。 

  参考資料のほうの16ページのほうをお開きください。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費3,172万4,000円のうち、001総務管理関係

職員費3,052万6,000円は、長寿推進課介護保険係職員５人の人件費、003事務諸費119万

8,000円は、介護保険証、各種通知書の作成、郵送等の事務費でございます。財源内訳のそ

の他につきましては、市からの繰入金となります。 

  ２目連合会負担金143万7,000円は、給付等の審査支払事務を委託しております国保連合

会への事務処理手数料、連合会システムの負担金等でございます。財源は市からの繰入金で

ございます。 

  ２項徴収費、１目賦課徴収費716万1,000円は、介護保険料の賦課徴収にかかわる費用で、

001賦課徴収費497万7,000円は、１号被保険者の賦課徴収にかかわる保険料通知作成、郵送

等の事務費、002賦課徴収関係嘱託臨時職員費218万4,000円は、徴収嘱託員１名の報酬等で

す。財源は、督促手数料見込み額18万円と、市からの繰入金となります。 

  ３項認定調査等費、１目認定調査等費2,083万1,000円は、年間の要介護認定申請件数を

2,800件と見込みまして、新規申請、更新申請等にかかわる申請者の身体等の状況を調査す

る非常勤職員の賃金、認定調査事務経費及び委託費、主治医の意見書作成手数料、認定結果

通知、主治医意見書送付用等の事務費等でございます。財源は市からの繰入金でございます。 

  17ページのほうをごらんください。 

  ４項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費2,718万8,000円は、甲斐市、中央市、昭
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和町で共同設置している介護認定審査会にかかわる費用で、001介護認定審査会関係職員費

485万1,000円は、介護認定審査会職員１名の人件費、002介護認定審査会嘱託臨時職員費

232万5,000円は、臨時職員１名の人件費です。また、003介護認定審査会費2,000万8,000円

は、認定審査会委員20人分の報酬、介護認定審査会システム維持管理費、コピー代、ファ

イル、参考図書などの需用費、資料送付料等審査会運営にかかわる費用でございます。 

  なお、26年度、27年度につきましては、中央市から係長クラス１名の派遣があります。

財源は、中央市、昭和町からの負担金と市からの繰入金でございます。 

  次に、２款保険給付費についてご説明いたします。 

  保険給付費の基本的な財源内訳の負担割合につきましては、国・県支出金として国が

25％、県が12.5％の計37.5％、その他としましては市が12.5％と２号被保険者が29％の計

41.5％であり、一般財源は１号被保険者の保険料の21％となります。 

  平成26年２月末現在の要介護認定者数は2,195人で、要介護１から要介護５が1,753人、

要支援１と要支援２が442人でございます。 

  １項介護サービス等諸費は、要介護１から要介護５の方が在宅や施設におきまして利用し

た介護サービス、また、サービス計画作成にかかわる給付費用でございます。 

  １目居宅介護サービス等給付費17億4,086万4,000円は、在宅におけるサービス給付費で、

001居宅介護サービス等給付費17億2,800万円は、ホームヘルプサービス、デイサービス、

訪問入浴、ショートステイ等の介護サービス給付費２万8,800件分、002居宅介護福祉用具

購入等費403万2,000円は、入浴、排せつ等に用いる福祉用具購入への給付144件、003居宅

介護住宅改修等費883万2,000円は、廊下や階段等の手すり、スロープの設置、段差の解消

等への給付96件の利用を見込んでおります。 

  ２目地域密着型介護サービス等給付費３億9,641万円は、住みなれた地域で気軽に利用で

きるサービスの給付費で、認知症対応型共同生活介護―グループホームですけれども960

件、通い、訪問、泊まりのサービスを状況に応じて提供する小規模多機能型居宅介護408件、

老人福祉施設入所者生活介護―小規模特養でございますけれども360件、認知症対応型通

所介護96件の利用を見込んでおります。 

  18ページをお願いいたします。 

  次に、３目施設介護サービス給付費９億7,434万3,000円は、施設の入所者にかかわるサ

ービス給付費で、介護老人福祉施設―特別養護老人ホームですけれども1,980件、老人保

健施設1,440件、療養型医療施設300件の利用を見込んでおります。 
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  ４目居宅介護サービス計画等給付費１億7,915万4,000円は、毎月作成する介護サービス

計画、ケアプランの費用で、１万3,320件を見込んでおります。 

  次に、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス等給付費１億3,147万7,000

円は、要支援１、２の方の在宅におけるサービス給付費です。001介護予防サービス等給付

費１億2,653万3,000円は、ホームヘルプサービス、デイサービス、訪問入浴、ショートス

テイ等の給付1,400件、002介護予防福祉用具購入等費100万8,000円は、福祉用具購入等へ

の給付48件、003介護予防住宅改修費393万5,000円は、住宅改修の給付48件の利用を見込ん

でおります。 

  ２目地域密着型介護予防サービス等給付費636万2,000円は、小規模多機能施設等の利用

96件を見込んでおります。 

  19ページをお願いします。 

  次に、３目介護予防サービス計画等給付費1,811万6,000円は、ケアプランの作成費で

3,960件を見込んでおります。 

  次に、３項その他諸費、１目審査支払手数料471万9,000円は、介護報酬の審査に伴う国

保連合会への手数料５万4,240件分です。 

  ４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費4,960万8,000円は、要介護１から

５までの要介護認定者が１カ月内におきまして、介護サービス利用額の１割負担額が上限額

を超えた場合に給付するもので、5,136件を見込んでおります。 

  ２目高額介護予防サービス費４万7,000円は、要支援１、２の認定者にかかわるもので、

60件を見込んでおります。 

  20ページのほうをお願いします。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス費870万円は、要介

護認定者の医療保険及び介護保険の自己負担の１年間の合計額が上限額を超えた場合に負担

軽減を図るもので、290件を見込んでおります。 

  ２目高額医療合算介護予防サービス費4,000円は、要支援１、２の認定者を対象とし、存

置としての計上でございます。 

  次に、７項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費１億4,070万円

は、低所得者層の負担軽減措置としまして、食費軽減と居住費軽減等にかかわる給付費で、

4,200件を見込んでおります。 

  ２目特定入所者支援サービス費３万9,000円は、先ほどと同様、要支援１、２の認定者に
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かかわる食費と居住費の軽減措置の給付費で、24件を見込んでおります。 

  保険給付費の総額は36億5,054万3,000円で、平成25年度当初予算と比較しますと約

5.69％増加しております。 

  21ページのほうをお願いします。 

  次に、３款地域支援事業費を説明します。 

  １項介護予防事業費、１目介護予防事業3,722万5,000円は、高齢者ができる限り地域に

おきまして自立した生活を送れるように支援することにより、要支援や要介護状態になるこ

とを予防、改善を図るためのサービスです。介護予防事業の財源内訳の負担割合は、国・県

支出金として国が25％、県が12.5％の計37.5％、その他として市の12.5％と２号被保険者

の29％の計41.5％であり、一般財源は１号被保険者の保険料の21％となります。 

  001２次予防事業2,152万2,000円は、生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそ

れがある高齢者を対象に、その防止、状態の軽減、悪化の防止を図るための事業で、２次予

防事業対象者把握は基本チェックリストを高齢者に送付して、２次予防事業の対象者を選定

するための事務処理委託、通知作成、郵送等の費用です。通所型介護予防事業は、運動機能

が低下しているまたはおそれのあるものに筋力向上の元気アップ教室を開催する委託費用、

また、閉じこもりと判断されたものには閉じこもり予防教室の開催に係る事務費等です。訪

問型介護予防事業は、口腔機能が低下しているまたはおそれのあるものに口腔機能向上教室

を、低栄養状態にあるまたはおそれのあるものには栄養改善教室を開催する費用です。 

  002１次予防事業1,233万3,000円は、一般高齢者を対象に、生活機能の維持または向上を

図るための事業で、認知症予防教室と介護予防教室は、市内４カ所の在宅介護支援センター

に委託しまして、各地区公民館等で音楽療法、転倒防止等の教室を年25回開催します。い

きいき健康相談は、市内３カ所の温泉施設において、血圧測定、健康相談等を月１回実施し

ます。らくらくかんたん運動教室は、水中歩行、エクササイズを１クール13回、12教室、

延べ156回開催します。筋力アップ教室は、パワーリハビリを１クール15回、９教室、延べ

135回開催します。いきいきサロン支援事業は、住みなれた地域で仲間と楽しみながら活動

するための場の設立や活動への支援を行うものです。介護予防体操講師派遣事業は、３Ｂ体

操の講師を各地区に派遣する費用で、35回を見込んでおります。 

  004介護予防事業嘱託臨時職員費337万円は、介護予防にかかわる臨時職員１名の人件費

となります。 

  22ページのほうをお願いいたします。 
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  ２項包括的支援等事業費、１目包括的支援等事業費5,288万円は、高齢者が住みなれた地

域で暮らすことができるように、地域包括支援センターが中心となり、地域の関係者、医療、

介護保険事業所等と連携を図りながら、高齢者に対する介護、福祉、権利擁護等の包括的な

支援を行うサービスです。包括的支援等事業の財源内訳の負担割合は、国・県支出金として

国が39.5％、県の19.75％の計59.25％、その他として市の19.75％、一般財源は１号被保険

者の保険料の21％となります。 

  001包括的支援事業215万1,000円は、地域包括支援センター職員の研修参加等の運営にか

かわる費用、運営協議会17名の委員の報酬、市内４カ所の在宅介護支援センターへの夜間、

休日の相談対応の委託費、ケアマネジャーの研修支援、権利擁護にかかわる周知、研修参加

等の費用です。 

  002任意事業2,716万6,000円は、住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続でき

るように、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、地域の実情に応じた高齢者への支

援を行う事業です。介護給付費等適正化事業は、介護サービス利用状況等の内容を記載した

通知を送付することにより、利用内容の確認と介護保険事業への意識向上等を目的としてお

りまして、通知の作成、郵送等の費用です。認知症高齢者対策事業費は、認知症に関する周

知・啓発、支援体制充実のための講演会、研修会の開催等の費用です。長寿あんしん事業費

の介護保険相談員派遣事業は、相談員が市内の介護保険施設を訪問し、利用者の相談等に対

応し、サービスの体制強化と質の向上を図るもので、４名の相談員の報酬です。家族介護慰

労金支給事業は、要介護３以上の寝たきり高齢者を在宅で介護している家族の方に慰労金を

支給するもので、140人を見込んでおります。介護用品支給事業は、要介護３以上の高齢者

を在宅で介護している家族の方に介護用品、紙おむつ等を購入するためのクーポン券を交付

するもので、月350人を見込んでおります。家族介護者交流事業は、在宅で高齢者等を介護

している家族の交流を図るもので、社会福祉協議会へ委託し、年13回実施する予定です。

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業は、社会福祉協議会へ委託し、高齢者運動会及び健

康ウオーキングを年１回、高齢者向け講座を４講座開催する予定です。敬老福祉大会実行委

員会補助金は、敬老福祉大会の開催にかかわる費用です。高齢者自立応援事業は、平成25

年度から新たに実施した事業で、介護認定を受けていない85歳以上の方に市内の特産品を

送るもので、1,000人を見込んでおります。平成25年度はお米と梅漬けのセットを送りまし

て、大変好評を得ております。その他の事業は、成年後見制度利用支援事業として、市申し

立て等に要する費用や、成年後見人の報酬助成等の費用、福祉用具・住宅改修支援事業とし
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て、住宅改修や福祉用具だけの利用の場合のケアマネへの助成費用です。 

  次に、004包括的支援事業嘱託臨時職員費1,364万2,000円は、包括的支援事業にかかわる

臨時職員４名の人件費です。005任意事業臨時職員費494万8,000円は、任意事業にかかわる

臨時職員２名の人件費です。006任意事業関係職員費497万3,000円は、任意事業にかかわる

職員１名の人件費です。 

  地域支援事業費の総額は9,010万5,000円で、25年度当初予算と比較しますと、約11.1％

増加しています。 

  23ページのほうをお願いします。 

  次に、５款１項基金積立金、１目給付準備基金積立金18万5,000円は、介護保険の財政安

定化を図るための積立金です。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金60万円は、

過年度の保険料に対する還付金です。２目第１号被保険者還付加算金1,000円は、還付する

際の加算金で、存置でございます。３目国庫支出金等償還金1,000円は、給付費の確定のみ

還付する償還金で、存置です。 

  24ページをお願いいたします。 

  ２項繰出金、１目一般会計繰出金1,000円は、存置でございます。 

  以上、歳出総額は38億2,977万3,000円、前年当初と比較しますと約5.56％増額となりま

す。 

  説明は以上となります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） 16ページ、ちょっとお聞きしたいのは、徴収費で002、徴収関係の嘱

託臨時職員ということで218万なんですけれど、嘱託職員１人ということですけれど、今現

状というか、今後考えて、１人でどうなんでしょうか。その辺ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 徴収嘱託員は今現在１名でございまして、また要綱の定めの

中で、27年度で一区切りという形になっております。その状況も加味しまして、また今後
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の徴収員の雇用等は考えていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） １名でね、実績といいますか、もちろん働く時間とか、時間帯等いろ

いろありますね。そういう中で、例えば行政のほうにそういうことで相談、例えば時間帯を

こういう時間帯に変えてほしいとか、例えばですね。そういう感じでご相談があったか、あ

るいは仕事が大変とかっていうことはなかったかどうか、お尋ねいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 徴収嘱託員につきましては、週約30時間と決められており

まして、その中でいろいろ本人の都合とか、また相手のほうの都合等を加味しまして行って

いるわけでございます。ちなみに平成24年度の所得額につきましては、現年143万7,000円、

過年224万4,000円の計368万1,000円を所得しております。また、そういった相談等につき

ましては、個々にいろんな個別の状況で相談等は受けたりはしております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） 今、嘱託職員は同じ方を雇用するということでよろしいですか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 現在雇用している方はことしというか、２年目が終了するわ

けですけれども、あと残りの２年につきましては、またちょっと別な方を今のところ考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 16ページの認定調査ですが、001認定調査の賃金、1,400件で453万

6,000円ですが、昨年１件3,150円でしたが、それは変わらないですか、金額は。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） この3,150円につきましては、消費税との関係で、3,240円

に上げる予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 
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○委員（保坂芳子君） 17ページの介護認定審査会の001、職員が昨年は２人だったんですね。

003のところさっき何か１名ふえたのかなということで、何か調整があるんでしょうか。１

人減ったというのは。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 甲斐市のほうから平成24年度、25年度と１名うちのほうか

ら職員を出しておりました。それで人件費のほうで、職員の人件費が今年度は１名となって

おりまして、逆に中央市のほうから26年、27年派遣を受けますので、またそっちのほうは

うちのほうから、審査会のほうから負担金という形で相手側のほうの中央市のほうに支出す

る予定です。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 住宅改修についてちょっとお伺いしたいんですが、17ページのこの

介護サービス諸費の003の居宅介護住宅改修、これと、18ページの介護予防サービスのほう

の住宅改修、いずれも前年より減っているんですよね。できるだけ地域に戻してというか、

自宅で最期を迎えるみたいなふうなのが今後の流れかなと思うのに、どうしてこの減る傾向

なの、減らしているのかなみたいな、余り改修に対してはそれほど効果がないんでしょうか。

どうして減っているのか、ちょっとお聞きします。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 減っている要因は詳しく分析はしておりませんけれども、う

ちのほうでいろんな住宅改修の申請が出された際にかなりの部分をチェックしておりまして、

価格の妥当性とか必要の有無等も確認しましてやっていますので、その辺の効果が出ている

んじゃないかと考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 必要な改修であるということですね。これだけだということですね。 

  17ページの地域密着型介護サービス、001の一番下ですが、認知症対応型の通所介護がす

ごくふえています、12件から96件の予定なんですが。現状どんなふうなのかちょっともう

一回教えてもらえませんか。ふえるだろうという要因は。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 現在、グループホームは６事業所市内にございまして、ほと
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んど新しくできたカーサ西八幡のほうも埋まってきた状況でございまして、ますます今後や

はり認知症のこういったグループホームの需要というか、ふえると見込んでおります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 先ほど全体の総額、25年に比べて11％ふえているというお話でした

予算的に。その主な要因というか、予算見るだけでもところどころすごいふえているところ

があるんですが、まとめてちょっと教えてもらえますか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 給付費につきましてはもちろん認定者数がふえておりますの

で、したがって、給付費もそれに伴ってふえております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 何か簡潔な答弁で、私の頭ではちょっとわかりづらいな、もうちょっ

と。というのはですね、地域包括だけど、包括ケアシステムというのが27年から入ってく

るわけですよね。それがこの予算の中でどの部分がどんなふうに今までと違うのか、ちょっ

とその辺のご説明欲しかったんですけれども、教えてもらえますか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 地域包括ケアシステムの構築等に関しましては、一般会計の

中で、県のほうから補助を受けてやっておりますものもありますし、また今現在、地域事業

としてやっているものもありますので、今年度特にふえるということではなくて、次期計画

を策定する中で27年度から具体的な取り組み、もちろん今もやっているわけなんですけれ

ども、本格的な取り組みというのは27年からの次期計画に反映されることとなります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 今は準備段階というと、計画を立てていると、それも後で知らせてく

れるということなのかなと思います。 

  いいですか。 

○委員長（長谷部 集君） はい。 

○委員（保坂芳子君） 21ページです。１次予防の筋力アップとかいきいきサロン支援事業、

このいきいきサロン支援事業なんか、自治体によっては包括ケアの中心になるようなもので、
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民生委員さんなんかが非常にこのいきいきサロンに対して支援してほしいということで、要

望があったら見に行ったりとかしたわけなんですが、余り予算的にはふえてないというか、

予算ふえればいいというもんじゃないかもしれませんけれども、その辺のところはどうなん

ですかね。別に予算はふえていないけど、やるんですよね。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） このいきいきサロンにつきましては、社会福祉協議会に委託

をしておりまして、また、支援の補助の内容が定まっておりますので、また次期計画の中へ

あわせてこのいきいきサロンの充実等につきましては、そういった事業の支援の方法等を考

えていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 関連するんですけれども、社協に委託すると、内容的なものはやはり

市できちっと精査して、リーダーとか、リーダーという言い方はおかしいですけれども、一

緒にやっていくという考えですよね。その辺どうなんですか。丸投げしてお願いしちゃうと

いうことですか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） いきいきサロンにつきましては、ことし１月の常任委員会で

すか、視察もさせていただいて、また要望も出ておりますので、その辺も加味しながら、ま

た支援体制とか、そのリーダーの件とか、支援したいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 非常にこれから大事になってくる点で、大変なのはわかるんですけど、

予算も限られていますから。目で見て、本当に市がそのことに取り組んでいるなっていう、

本当言うと、予算上とかいろんな点でもわかるようなのが欲しいなというふうに私は感じた

んですけどもね。でも、しっかりと見守っていくしかないかなと思いまして、頑張っていた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 17ページの居宅介護サービス等の給付費でありますが、17億2,800万、
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１件どのぐらいの給付費になるでしょうか。対象は要支援１から要介護５までということに

なりますか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） この居宅介護サービス等給付費の17億円につきましては、

要介護１から要介護５が対象となります。 

〔「１件当たり」と呼ぶ者あり〕 

○委員（樋泉明広君） 平均でどのくらいかかる。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） 在宅における11種類のサービスの費用となりまして、平均

では約６万円となります。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） じゃ、ついでに下のほうの福祉用具の購入についても、１件当たりど

のくらいの購入費の支援を補助をしているかということでありますが、その下のほうですが、

居宅介護福祉用具の購入についても同じような、給付費の１件かかる金額ですが。 

○介護保険係長（保坂江里君） ２万8,000円になります。 

○委員長（長谷部 集君） ２万8,000円です。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） もう一つ、この居宅介護を含めてサービスに対する、市としては居宅

介護サービス費についての徴収猶予とか減免制度というのを４月からやるということで、大

変結構なことでございますが、もう一つ、国のほうで障害者控除、これ要介護者が障害者の

手帳を持っていなくても対象になるという、そういう制度があるそうですが、我が市ではど

ういうふうに適用されているのか。ついででございますが、教えてくれますか。障害者控除

申請制度。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） 障害者の手帳を持っていなくても、主治医意見書の中で、そ

の該当する項目に該当のチェックがあれば障害者控除となるようになっております。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 平成25年度ではどのくらいの対象がございましたか。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） ４名ありました。 



－449－ 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） ぜひこういった制度を、年金暮らしのお年寄りにとってみると大変あ

りがたい制度かというふうに思いますので、宣伝なんかはどんなふうにされているか、その

辺いかがですか。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） 広報に年１回掲載しております。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 18ページの施設介護サービス給付費でございますが、介護老人の福

祉施設、待機者は今現在どのぐらいいらっしゃるんでしょうかね。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） 25年の４月１日現在で488名です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） この待機者はふえていますか、それとも減っていますか、傾向として

いかがでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 特別養護老人ホームは、人気というか、ほかの施設よりも安

いですから、やはりふえていくと思われます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 先日、密着型の小規模の施設をおつくりになっているわけですが、こ

の待機者をどうすれば少なくできるかというようなことの平成27年からまた計画がありま

すけれども、計画としてはどんなふうな計画で臨もうとしているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 特別養護老人ホームは、金額面とかそういう面がありまして、

超人気で、今、待機者という形が多いですけれども、その方たちも他の施設へ入所できる方

もいますし、また在宅で生活できる方もおりますので、その辺は私たちのほうで、適切とい

うか、そういった形で支援していく形となります。また、施設がたくさんできてしまいます

と、それだけ保険料にはね返ってくるということがございますので、やはりその辺のバラン

ス的なものも考えていく必要があります。 
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  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 施設がたくさんになると保険料にはね返るって、どういう意味です。

国の補助をふやせばいいじゃないですか、県と。国・県の補助を。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 在宅と例えば施設の給付費を比べた場合、やはり施設のほう

がお金がかかります。それで、例えば小規模のそういった特別養護老人ホームを何カ所も建

てれば、その分だけ保険給付費がふえるわけで、やはり適切というか、できるだけ在宅とい

うことを重視していかなければなりませんので、その辺をよろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） じゃ、この介護老人の福祉施設で1,980件ですが、１件当たりどのぐ

らいかかっていますか。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） 自己負担額、１割の負担額以外に食費、居住費、日常生活費

等かかりますので、約14万円ほど負担になります。 

〔「給付費」と呼ぶ者あり〕 

○介護保険係長（保坂江里君） 年間300万ぐらいかかります、１人。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 介護老人の保健施設、それから療養型の施設もそれなりにかかると思

うんですが、私が言いたいのは、例えば介護施設をたくさんつくると保険料が上がるよとい

う、そういうことではなくて、在宅でまた生活をするということになれば家族の負担がふえ

てくる。仕事をやめなきゃ介護できないと、また、お年寄りがお年寄りをする老老介護です

かね、こういった問題も発生するわけですよね。ですから、その辺の根本的な解決というの

はなかなか難しいかもしれませんが、やはり一番いいのは在宅での介護がスムーズにいくよ

うに、また施設介護もできるだけ安く大勢の方が入れるようにと。政府のほうでは介護３以

上でないと今度の老人福祉施設には入れませんよというような制度をつくろうとしておりま

すよね。ですから、そういった制度そのものも見直す必要があろうかな、逆のほうに見直し

ているようですけど、その辺のやはり見解をお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 介護保険制度につきましては、１号被保険者、65歳以上の
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方と、２号、40歳以上の方の保険料で賄っております。したがって、例えば給付費がふえ

ていけば、その保険料にはね返ってくるわけでありまして、それを国費等の例えばいろんな

もので見てくれるということであればいいんですけれども、基本がそういった形の保険料で

ありますので、その辺のやはりバランスというものが一番重要になってきますので、ぜひそ

の辺をご理解のほどよろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 19ページの審査支払手数料ですが、前年と比較すると安くなってい

ますと、いい傾向なんですが、これ安くなっている手数料、この原因というか、安くなった

要因は何なのか教えてください。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） これ、連合会からの請求によるもので、１件当たりの単価が

95円から87円に下がったためです。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 大変申しわけありません、金額が下がったというのは私も承

知しておるんですけれども、その要因というのはちょっと今、私も把握していないところで、

大変申しわけありません。またわかった段階でお知らせしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員（樋泉明広君） 交渉次第で安くなるんじゃないかなと思って、頑張ってください。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 21ページ、介護予防事業ですかね、ちょっとそれでお聞きしたい

んですが、これ、全体的には予算額としては3,700万ぐらいですね。全体の予算からすると

１％ぐらいということですか、三十何億ということからするとね。この予防事業というのは

どんなことでも大切なものだと思うんですよね。こういう内容なんか見ていますと、これ、

対象者というのは、予防事業の教室だ相談だとか何とかいっていろいろありますよね。こう
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いうものは65歳以上になってからやるものなんですか。 

○委員長（長谷部 集君） 向山係長。 

○介護予防推進係長（向山治子君） 基本的には65歳以上とはうたっていますけれども、窓

口相談につきましては、総合相談ということで、障害の方とか若い方についても相談のほう

応じていますし、温泉のいきいき健康相談は来た方を対象にしていますので、50代、40代

の方でも血圧測定、健康相談ということをする場合については対応させていただいておりま

す。 

○委員長（長谷部 集君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 今、係長が言われたように、よぼよぼということもないんだろうけ

ど、かなり衰えてきてからこんなことやったってしようがないんでね、予防だから。だから、

今、係長言われたように、もっと若い人たちも対象にやっていけば、要するに、そういう健

康でいられれば介護も費用も減ってくるわけですよね。だから、そういうスタンスでぜひ今

後も、予算が少なければもっとふやすような方向でも僕は構わないと思うんですよ。これを

ふやして介護全体が減ってくれば問題ないわけですからね。ぜひそういうようなスタンスで

予算計上というかやっていただければなと思います。どうですか、課長、その辺。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） そうですね、確かに委員さんのおっしゃるとおりだと思いま

す。また次期計画の中でこういった予防等の業務、またいろいろ考えていって、できる限り

介護状態にならないように施策を考えていきたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 17ページの介護認定審査会のことについてお伺いしますけど、先ほ

ど職員が２人から１人に減ったという説明を受けたわけですけど、前年度の予算では２人と

いうことで、本年度は１人ということで、まずその理由は、もう一回説明して。 

○委員長（長谷部 集君） 岸部係長。 

○介護認定審査会（岸部俊一君） 職員体制につきましては、過去、甲斐市合併以後、担当課

長会議の中で、何回か構成市町の中で協議してきた経緯があります。当時、中央市の合併計

画ということもありまして、再度検討するということで確認されております。その後、中央

市が合併してから甲斐市が職員を派遣したということで、平成20年度から新たな職員体制

を検討するということになりました。平成19年11月に甲斐市、中央市、昭和町の担当部
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長・担当課長会議を開催いたしまして、その後、２市１町の構成市町と協議する中で、平成

20年度から職員定数につきましては３名、うち１名は２年間のリーダークラスの派遣で輪

番制とするということでご決定をいただいたところであります。平成24年、25年度につい

て甲斐市のほうから派遣いたしましたので職員数が２人となりましたが、26年度はちょう

ど一巡するということになりますので中央市からの派遣となります。その部分につきまして

は１人となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ということは、昨年は甲斐市から２人出ていたけれども、ことしは１

人になったということでいいですか。 

○委員長（長谷部 集君） 岸部係長。 

○介護認定審査会（岸部俊一君） 認定審査会の定数につきましては３名ということになりま

して、そのうち１名が派遣職員と、リーダークラスの派遣職員ということで甲斐市から１名

を出していたと、26年度につきましては中央市から１名派遣になるということでございま

す。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。マイクお願いします。 

○委員（内藤久歳君） ３番の審査件数が3,837件とあるけど、25年度の見込みと、参考まで

に24年度の実績はどんな状況ですか。 

○委員長（長谷部 集君） 岸部係長。 

○介護認定審査会（岸部俊一君） 平成25年度は、平成26年２月末現在で3,362件の審査判定

を行っております。３月につきましては、あと10回認定審査会を予定しておりまして、334

件を見込んでいるところであります。したがいまして、平成25年度の見込み件数につきま

しては、現時点で3,696件を見込んでおります。なお、平成24年度の実績件数につきまして

は、3,699件でありました。 

  以上でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） その下の17ページの居宅介護サービスの給付金ですけど、前年度予

算が２万8,800件と、本年度も同数の件数で、給付費のほうが１億円ほど違っているんです

よね。この違いというのはどんなあれですか。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 



－454－ 

○介護保険係長（保坂江里君） １人当たりの単価の違いによるものです。介護度の多い方の

利用が多い、ふえるという見込みです。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） １人当たりの介護料金が上がるということで、ちなみにその件数が同

じでね、１億円も違うというところがちょっと理解に苦しむ部分ですけど、その中身をもう

少し説明してくれますか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） おおむね２万8,800件と見込んでおりまして、ただ、介護度

が例えば要介護１の方がことしは要介護２になる可能性も十分考えられる、重くなる可能性

ありますので、その辺で少しずつ要介護度が上がるという見込みで、件数は変わらないんだ

けれども、介護度が上がるという形で単価が上がってくるという形で、それで総額が１億円

近くになってしまうということです。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 22ページの包括的支援事業の中で、ケアマネジャー支援事業という

のがあるわけですけど、介護サービスをやるのには、ケアマネジャーがプランを立てて介護

サービスやるわけですけどね。そういったことで非常に問題視されているのは、マネジャー

と要するに業者との関係が非常に密接な中で、プランをつくることに関して、業者と密着す

るために、必要ではないサービスまで提供するプランをつくるというふうなことが新聞、報

道等で結構言われていますね。そして、その点について、ケアマネジャーの教育とか、それ

から業者とケアマネジャーの距離感とか、その辺のところを行政としてどういうふうに捉え

て、そういった部分について問題が起きないような形を担保しているか。その辺のところは

どうですか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） ケアマネジャーはやはり重要な役目を果たしておりますので、

県また甲斐市におきましても、そういった方の資質向上のために研修をやったり、会議をや

ったりしておりますので、その辺で個々の資質を上げていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 一概に資質向上といっても目に見えない部分があるので、その辺のと
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ころを内容的に資質を向上するために何をしているのかというところもやっぱり、ケアマネ

ジャーの中でそういう問題が起きるから、そういうことに対する歯どめというか、そういう

ものをケアマネジャー自体にきちっと認識させるという、その辺のところをね、単に教育し

ているとか、そういうんじゃなくて、具体的にこういうことをやって、こういう問題が発生

しないためにこういうことやりますというところをちょっと説明してもらえば。 

○委員長（長谷部 集君） 向山係長。 

○介護予防推進係長（向山治子君） 具体的に申しますと、先ほど委員さんが言われたように

サービスありきで計画、この方がデイサービスへ行きたいからデイサービスを入れるとかと

いう形のケアマネさんもいらっしゃいますので、ケアマネさんの中に県が指定している主任

のケアマネというものが甲斐市内にも15名いらっしゃいますので、そのケアマネさんと市

のほうで話し合いのほうをしまして、甲斐市全体のケアマネさんたちを、全体ではなくて、

きめ細やかにその人たちの意識向上ができるためということで、今、甲斐市内を４ブロック

に分けて、市の職員と主任ケアマネとあわせて、その方たちの利用者さんに対する支援のあ

り方とかの勉強会を月に１回から２カ月に１回行いながら、ちょっとケアマネさんたちの教

育にかかわらせていただいております。あと、ケアプランにつきましては、その他の事業の

中で上がってきたケアプランのチェックも市の職員のほうでさせていただいております。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） わかりました。ぜひそういう形で、当然必要なサービスをしなきゃい

けないと思うですけれども、そういった部分で給付費が今増大している中で、そういう点を

ちゃんとチェックしながら、給付費を抑制していくというふうなことにもしっかり取り組ん

でもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 猪股委員。 

○委員（猪股尚彦君） すみません、21ページの介護予防事業についてなんですけど、先ほ

ど有泉委員の関連にもなるかなと思うんですけどね。１つちょっと確認させていただきたい

のは、002のいきいきサロン支援事業なんですけど、この事業に対しては開設されて何年た

ちますか。その辺からちょっと確認だけ。 

○委員長（長谷部 集君） 土屋係長。 

○長寿あんしん係長（土屋達巳君） 各地区によって開設された日が違うんですが、一番古い

ところで平成７年１月から開設しております。 
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○委員長（長谷部 集君） 猪股委員。 

○委員（猪股尚彦君） 恐らくこのいきいきサロンは自治会によって設置されているような気

がするんですよね。昨年も42地区と出て、今回の予算も42地区と出ているんですけど、社

協のほうへ委託してやっている事業だと思うんですけどね。要は、老人クラブの会員が減少

している、それよりさらにこの老人クラブとはちょっと違う形だと思うんですけどね。でも、

136自治会があって、この42地区というのをどう見るか、執行側からね。もうちょっとふえ

ていかなければならぬではないかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうかね。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 確かにこのいきいきサロンは、今からも介護にならないため

の予防としましては非常にいい事業だと考えておりますので、各自治会のほうとかそういっ

たところに市も働きかけまして、全てとは言いませんけれども、かなりの自治会で設置して

いただけるように努力、支援していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 猪股委員。 

○委員（猪股尚彦君） 先ほど土屋係長から平成７年から設置がされていると、それぞれサー

ビスされているところがあるということ、大分長い期間がたっていますよね。今課長が答え

られたように、十分わかりますけどね、予防を推進していくのであれば、老人クラブのほう

も多少のことはやってきたと思うんですよね。この42地区からもうちょっと進めてふやし

ていくということをできるだけ進めていただきたい、このように思います。要望でいいです。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 18ページの上の施設介護サービスですが、先ほど488名の待機がある

と言いました。488名であると同時に488世帯の問題でもあるわけです。先ほど課長がバラ

ンス論を言いました。仕事の立場では十分わかりますけれども、これが果たして妥当なバラ

ンスなのかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 確かに特別養護老人ホーム、現状としましては、そういった

入所希望が家族の中からも強く出ております。ただ、介護保険料の増加を抑制するためにも、

本当に入りたい方、どうしても家族の関係とか、状態とか、いろんな関係で特別養護老人ホ
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ームが妥当という方に絞っていけば、相当この480人の人数というものも精査されてきます

ので、実際の方たちというのはかなり少ない人数になってくると考えておりますので、バラ

ンス論ばかり私が言いましたけれども、結局最終的には保険料にはね返ってきますので、ま

たうちのほうもそういった480人、また実際の数字等をつかんで、そういう方たちの適正な

サービスを考えていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 仕事をする方の立場も十分わかりますけれども、実は振り返ってみれ

ば、これ意見として言いますけど、介護保険が出るときには国はかなりいいことを言ってい

ましたよね。制度が出たらたちまち負担がどんどんふえる、サービスがどんどん減る、こう

いうことを繰り返しながら現場もかなり苦労しているという状況です。今、アベノミクスで

１メートル１億円という環状道路をつくるとか、そんなことやっていますけれども、それを

わずかに回すだけでもずっと経済波及効果があるわけです。現場の声をやっぱりもっと上に

反映してほしいということを含めて、意見として言わせてもらいます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  名取委員。 

○委員（名取國士君） ちょっとすみません、17ページの003在宅介護住宅改修費用で、これ

96件、これはいいんですけど、この裏の18ページの在宅改修費でも48件ってなっているん

ですよ。これ、どんなものをやっているんですかね。住宅改修費で。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂係長。 

○介護保険係長（保坂江里君） 住宅改修につきましては、手すりの取りつけとあわせて段差

解消等のケースがほとんどですが、段差解消のみの件数は１件で、あとは手すり等を含めて

床材変更とか、扉の取りつけとか、便器の取りかえ等になっております。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） 解釈にちょっとえらいんだけど、もうちょっとはっきり言って。 

○委員長（長谷部 集君） 聞き取りづらいということですか。 

○委員（名取國士君） そうそう。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 住宅改修につきましては、廊下や階段等の手すり、またスロ
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ープ、段差の解消、また、あと便器の取りかえなんかもあります。 

  以上でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） まあいいですよ、総合的にやっているということでね、意味わからん

もんね。在宅はわかるわね、これはいろいろその家によっては皆違うから、かかるんだけど、

介護の関係はもう大体設備そのものは、そういうものはそろっているでしょう。そこの違い

があると思うんですよ。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） まず、この18ページの介護予防のは要支援１と要支援２の

方のサービスで、17ページのほうに書いてある福祉用具と住宅改修は、要介護１から要介

護５の方でございまして、在宅のご自分の自宅等を改修するということでございます。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） それはかかってもしようがないと思うんですよ、自分の家のことをや

るんだから。こっちの介護のほうの関係、介護、今の。18ページのほうは、ある程度そう

いう設備そのものはしてないんですかね。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員、両方とも住宅の件です。 

  三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） この17ページのほうが重い方、要介護１から要介護５の方

の住宅改修となりまして、18ページのほうは要支援、もうちょっと軽い方の手すりをつけ

たり、そういう改修になります。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） ちょっと変えます。21ページで、002の一番下の３Ｂ体操指導士、各

区に派遣とあるんですけど、これ、どのぐらいの人がいるんですか、市内で３Ｂ体操指導士

は。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 現在のところ、この３Ｂ体操の講師につきましては、１名と

いうことです。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） １名で、それじゃこの方が各自治会のああいう公民館内のところへ行

って指導しているんですか。毎日。毎日でもないか、月何回とあるんでしょう。 
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○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） この方の日程の調整等を行いまして、また、各自治会からも

要望の日が出てきます。その辺日程調整しながらやっております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） 僕は、１人でもってこれ回って、これで全部できるんですか。そこを

ちょっと聞きたいんです。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） これが年間35回ですから、月にすれば３回ぐらいになりま

すよね。できる、できます。 

  はい、以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） できるであれば、負担をその本人がしょっている分というのは荷だと

思うんだけれども、それはいいです。 

  じゃ、その上の④で水中歩行とあるんだけど、らくらく運動教室の中で。これは水中はど

こで、あそこの何だっけ、Ｋai・遊・パーク。 

○委員長（長谷部 集君） 向山係長。 

○介護予防推進係長（向山治子君） Ｋai・遊・パークのほうに事業委託のほうをしていま

す。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） これ、非常に水中歩行いいんですか、体には。どのくらい来ているん

ですか、人数は。そして大体年齢がわかれば。 

○委員長（長谷部 集君） 向山係長。 

○介護予防推進係長（向山治子君） 現状では、Ｋai・遊・パークのほうにプールの教室と

軽運動の教室と全部で12教室、３カ月コースのほうで依頼のほうをしています。プールの

教室が全部で６教室ということで、１クール13回行っておりまして、年齢構成につきまし

ては、65歳以上で最高齢の方は80後半の方も参加のほうをしていらっしゃいまして、現状

は１教室22人の定員の中で行っておりますので、全部で、今12月からのコースは実施中な

んですけれども、現状、利用者さんにつきましては実数で254名で、全体平均は一番多いの

が80代の方が３割を占めていらっしゃいまして、70歳代の方が４割で、60歳代の方が一番
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割合とすれば少ないような状況になっております。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） ありがとうございました。 

  これのあれですかね、このほかに、たしかＫai・遊・パーク、木曜日や水曜日が無料に

なっていますよね、65歳からは。開放していますよね。それの来ている方たちの話を聞く

と、何だか無料でやってもいいんだけどねと、混んでいてどうにもならないということで、

よそに開催をしてくれよと、そういう話も出ていたんだけど、それとこのいきいきサロンと

のこういうあれは関係ないんですか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 市のほうは、申し込みをして、そしてその人数でやっており

ますので、その他のプールのほうの関係でやっている事業につきましては、私たちはちょっ

と承知していませんので、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） 体のためにいいという話は聞いているんで、もっとどんどんしてやっ

てください。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  清水委員。 

○委員（清水正二君） ちょっとまたくどくなりますが、先ほど有泉委員の質問と同様なんで

すけれども、介護施設をつくると費用がかかるという、保険の給付費がかかるということで、

21ページの１次予防と２次予防なんですけれども、いきいきサロンのこれが、一般質問で

も言ったんですけれども、そういう中で、そういったものを推進するということですよね。

これ数字見ると去年もことしも同じ、予算的に。予算の意気込みであれば、今136のうち42

地区であれば、目標として１つでも２つでもふやすとか、例えばそれを45にして予算組み

をして意気込みを示すとかですね。そうじゃないと、ほかのものの例えば閉じこもりの事業

が２次としてあるんですけれども、閉じこもりになる前の段階ですから、やればそれだけの

効果が出てくるというふうに思うんだよね。だから、そこら辺の意気込み、予算的にそうい

うものをつけていかないとできないと思うんですが、そこら辺のところいかがでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） 予算は現在の状況等加味しまして予算計上したわけでござい
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ますけれども、この中の１次予防事業の中に予算の中でいろいろやりくり等できますので、

予算的には前年度と同じような予算はしていただきましたけれども、支援のほうは今年度い

ろんな形で拡充に関して努力していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了いたします。 

  以上で審査を終了いたします。 

  これより本委員会に付託されました議案第37号 平成26年度甲斐市介護保険特別会計予

算について、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はございませんか。 

  まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 日本共産党甲斐市議団、樋泉でございます。 

  議案第37号 平成26年度甲斐市介護保険特別会計予算の反対討論を行います。 

  本予算では、第１号被保険者の保険料が、第４期保険料から19.5％引き上げたまま据え

置かれておりまして、平均年額４万9,200円を9,600円引き上げ５万8,800円のまま据え置か

れた予算であります。 

  厚生労働省は、平成27年度からの実施計画で次のように介護保険を改定しようとしてお

ります。１つは、要支援の高齢者への介護保険給付費の打ち切り、要支援者が利用するサー

ビスのうち６割を占める訪問介護と通所介護は、市町村に丸投げをするというわけでありま

す。第２は、特別養護老人ホームの入所要件を要介護３以上に重点化をすると、第３は、利

用者負担の強化であります。年間所得160万円、年金収入のみの場合は280万以上の高齢者

の利用料を２割に引き上げようとしております。 

  平成26年度では、これらの計画の準備期間として、介護予防の支援、認知症初期集中支

援チームの新設、認知症支援推進員の増設、ボランティアの育成、生活支援のサービスコー

ディネーターの配置等を予算化して、市町村もその計画に沿っております。さらに、２号被

保険者の保険料の引き上げも行う予定であります。本来一般会計の福祉費で手当てされる予

防給付費や地域支援事業が介護保険会計に組み込まれているのも、介護保険料の引き上げの

要因になっております。甲斐市も国の基準に沿っているのも納得できません。 
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  また、介護保険料、介護サービス等の減免、徴収猶予の制度の導入は評価をしたいと思い

ますし、先ほども言いました障害者の控除対象者認定制度、この採用も大いに評価したいと

思いますが、低所得者や年金生活で厳しい暮らしを強いられている高齢者の生活実態を考慮

して26年度予算に反映すべきであります。特に国の負担割合を25％から30％に引き上げる

だけで、保険料を引き上げずに済みます。 

  今後、政府に介護保険制度の見直しに反対するとともに、本市の介護保険料、利用料の引

き下げに努力をしていただくことを要望して、反対討論といたします。 

  以上。 

○委員長（長谷部 集君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  本案は起立により採決します。 

  本案に賛成の方のご起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（長谷部 集君） ご着席ください。 

  起立多数です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  ここで暫時休憩をします。 

  会議の再開を11時10分といたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○委員長（長谷部 集君） それでは、会議を再開いたします。 

  議案第38号 平成26年度甲斐市介護サービス特別会計予算を議題といたします。 

  なお、説明及び質疑は歳入歳出一括で行います。 
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  それでは、審査に入ります。 

  歳入歳出一括で当局の説明を求めます。 

  三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） お疲れさまです。 

  議案第38号 平成26年度甲斐市介護サービス特別会計予算につきましてご説明させてい

ただきます。 

  平成26年度介護サービス特別会計の当初予算総額は、歳入歳出それぞれ1,715万9,000円

と定めるものであります。 

  予算説明書は281ページからとなります。予算審議資料につきましては34ページですので、

あわせてごらんください。 

  まず、歳入の説明をいたします。 

  予算説明書284ページ、285ページをお願いいたします。 

  甲斐市では、地域包括支援センターを直営で運営しておりまして、居宅介護予防支援事業

所の指定を受けております。このため、介護保険特別会計とは別の介護サービス特別会計を

設置し、要支援１と要支援２の方々のケアプランの作成業務となっております。 

  １款サービス収入、１項予防給付費収入1,695万8,000円は、介護保険要支援１と２の

方々のケアプラン作成業務にかかわる国保連合会からの収入です。内訳は、新規申請者、初

回の介護報酬単価１件7,120円が132件、また２回目以降の更新者、介護報酬単価4,120円が

3,888件の合計4,020件を見込んでおります。 

  ２款繰入金、１項一般会計繰入金19万8,000円は、業務にかかわる職員の給与費等の一般

会計からの繰入金で、一般職員１名の人件費の一部です。 

  ３款繰越金1,000円ですが、存置でございます。 

  次の４款諸収入、１項預金利子1,000円及び２項雑入1,000円は、存置でございます。 

  以上、歳入合計1,715万9,000円となります。昨年当初と比べまして0.08％の減となりま

す。 

  次に、歳出を説明させていただきます。 

  予算説明書は286ページからとなりますが、内容につきましては予算参考資料ナンバー５

で説明させていただきます。 

  予算説明資料25ページをお願いいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,139万4,000円の内訳は、001総務管理関
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係職員費として、介護予防ケアマネジメントにかかわる職員１名の人件費856万5,000円、

002総務管理関係嘱託臨時職員費として、業務にかかわる臨時職員１名の人件費252万6,000

円、003事務諸費として、事務消耗品等30万3,000円となります。財源の内訳のその他は、

一般会計からの職員給与費等繰入金19万8,000円と居宅支援のケアプラン作成費収入1,119

万6,000円となります。 

  ２款事業費、１項居宅介護支援事業費、１目居宅介護支援事業費576万3,000円は、要介

護認定者のうち要支援１と２の方々のケアプランについて、作成の件数が4,020件と多いた

め、このうちの約34％を居宅介護支援事業所に作成委託するための委託料でございます。

内訳は、初回の介護報酬単価7,120円を60件、２回目以降の介護報酬単価4,120円を1,295件

の合計1,355件と見込んでおります。財源内訳のその他は、居宅支援のケアプラン作成費収

入576万1,000円、預金利子等の諸収入2,000円となります。 

  ３款諸支出金、１項償還金、１目償還金1,000円は存置として計上しております。 

  26ページのほうをごらんください。 

  ２項繰越金、１目一般会計繰越金1,000円は、一般会計へ繰り入れるための存置でござい

ます。 

  以上、歳出総額は1,715万9,000円となります。 

  説明は以上となります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） これのケアプランの作成委託をするわけですが、この金額は去年とは

変わらないんですね、１件当たりの金額は。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 

○長寿推進課長（三澤 宏君） こちらの単価は変わっておりません。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） もう１点、001の総務管理の関係人件費、職員費１人856万5,000円で

すが、結構多いような気がするんですけれども、特別な方でしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 三澤課長。 
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○長寿推進課長（三澤 宏君） 昨年25年度につきましては一般の職員をこちらのほうに適

用させておりましたけれども、今年度は係長を適用という形になりましたので、昨年より約

200万ほど増額しております。 

  以上でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） その理由はどういう、係長をここに置いたという理由をちょっと聞か

せてください。 

○委員長（長谷部 集君） 向山係長。 

○介護予防推進係長（向山治子君） 地域包括支援センターの職員につきましては専門職がほ

とんどなんですけれども、地域支援事業の職員のほうにいくのが、正規の保健師については

そちらのほうに移行できないということで、臨時職員につきましては地域支援事業のほうの

職員のほうに組み込ませていただきましたので、そこに当たらない職員についてこちらのサ

ービス特会のほうに盛り込んだという人の配置で、こんなような状態になりました。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  その他質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 参考資料のほうの25ページ、出のほうですけれども、居宅介護支援

事業費のところでケアプランについてでありますけれども、この1,355件のケアプランにつ

いては、何人くらいのケアマネジャーで行っているんでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 向山係長。 

○介護予防推進係長（向山治子君） 市のほうの職員につきましては、現在、ケアプランを立

てている職員につきましては、９名の職員でケアプランのほうの作成のほうを行っておりま

す。一部委託につきましては、34事業所のほうに委託のほうをさせていただいております。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 今のケアプランですが、さっき34％の事業所というように聞いたけ

ど、そうじゃなくて34カ所ですか。 
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○委員長（長谷部 集君） 向山係長。 

○介護予防推進係長（向山治子君） 委託先は34事業所になります。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、以上で質疑を終了いたします。 

  以上で審査を終了します。 

  これより本委員会に付託されました議案第38号 平成26年度甲斐市介護サービス特別会

計予算について、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  ここで暫時休憩し、職員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○委員長（長谷部 集君） それでは、会議を再開いたします。 

  次に、議案第39号 平成26年度甲斐市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  なお、説明及び質疑は、歳入歳出一括で行いたいと思います。 

  それでは、審査に入ります。 

  歳入歳出一括で当局の説明を求めます。 
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  勝村市民活動支援課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） お疲れさまでございます。 

  住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につきましてご説明をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

  この事業につきましては、地域改善対策としての国の政策による制度でございますが、本

市では、当初の貸し付けが昭和55年からで、最終の貸し付けは平成10年でございました。

この制度は既に廃止されておりますが、現在、貸付者からの償還処理と、貸し付けの財源と

しました県への起債償還という内容となってございます。 

  なお、現在、市に対する償還の対象者は13人となっております。 

  予算説明書は302ページ、303ページをお願いいたします。 

  まず、歳入予算からご説明をいたします。 

  第１款繰入金、第１項一般会計繰入金、それから第２款繰越金、第１項繰越金の1,000円

につきましては、いずれも存置費目として計上したものでございます。 

  次に、第３款諸収入、第１項貸付金元利収入につきましては、貸付金の償還に伴う元利収

入で、第１目の住宅新築資金にかかわるものが155万9,000円、第２目の宅地取得資金にか

かわるものが78万6,000円で、合わせまして234万5,000円でございます。 

  次に、第２項預金利子1,000円につきましては、普通預金の利子でございます。 

  次のページ、304ページ、305ページになりますが、第３項延滞金1,000円につきましても、

存置費目として計上したものでございます。 

  続きまして、歳出予算についてご説明申し上げます。 

  予算説明書は次のページ、306ページ、307ページをお願いいたします。それから、予算

参考資料はナンバー４のものになりますけれども、その12ページをあわせてご参照いただ

きたいと思います。 

  まず、第１款事務費、第１項事務費、第１目住宅新築資金等貸付事業事務費の１万円につ

きましては、納付書発送等の郵便料でございます。なお、財源内訳のその他は、繰入金と貸

付金元利収入であります。 

  次に、第２款公債費、第１項公債費の第１目元金203万2,000円、第２目の利子30万7,000

円につきましては、いずれも県に対する起債償還の元金と利子分であります。なお、財源内

訳のその他は、いずれも貸付金元利収入であります。 

  以上、特別会計予算につきましての概要説明とさせていただきます。よろしくお願いいた
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します。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対しての質疑を行います。 

  所管はこれより総務教育常任委員会になります。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 先ほどちょっと聞き漏らしたんですが、この制度が始まったのが昭和

55年から始まって、新たにまた貸し付けを始めたのは何年でした。ちょっと教えてくださ

い。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） 甲斐市で貸し付けを始めたのが当初は昭和55年からで

ございまして、最終の貸し付けは平成10年となってございます。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 公債費、未償還残高については、どのくらい今残っているのか教えて

ください。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） 公債費につきましては、県への起債の償還額ということ

ですが、本年度末で元金、利子合わせましておおむね1,060万でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） この償還の見通しですけれども、どんなでしょうかね。見通しは明る

いですか。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） 今現在13人、市のほうの償還対象者ということでご説

明させていただきましたけれども、ほとんどの方が国保税であったり市民税、固定資産税な

ど何らかの租税が滞っている状況でありまして、所得の状況なども調査をさせていただいて

おりますけれども、十分な所得とか資産がありながら返済に応じないというような悪質なケ

ースは認められない状況でございます。懸命に返済している方もいらっしゃいますけれども、
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返済義務の意識はあるけれども思うような収入がないということで、わずかずつ分納してい

る状況ということでございますけれども、経済情勢の大きな好転がないと直ちには状況の大

きな改善は見込めないということで、今後も厳しい状況が続くのかなという感触を持ってお

ります。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 公債費はそういうことだろうと思いますけれども、13人の方たちの

借入金はどのくらいある、残高は。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） 今年度末の見込みですが、ほとんどの方が本来の償還期

限を終えておりますので、滞納というような状況になっておりますけれども、本年度末の見

込みで約１億3,000万というような状況でございます。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  その他質疑ございませんか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 前回、昨年は竜王８名、双葉５名だったと思うんですが、それぞれの

今の残金、教えてください。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） おっしゃいますとおり、竜王が８人、双葉５人でござい

ますが、竜王の８人分で約6,100万円、双葉５人分で約6,900万円でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 先ほどいろいろなほかの税金の滞納があるとかいう話でしたけれども、

それというのはどっちが優先して支払われるべきでしょうかね。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） 収納のほうでもこういった滞納整理という活動をしてお

りますけれども、私ども年間を通じてそういった督促活動もしておりますけれども、年２回

大きくそういった全庁的な督促活動もいたしますけれども、双方で競合するケースもありま

して、行ってそのときに収入があれば、早いほうがいただくというケースもあろうかと思い

ます。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） この中で、個人的になってちょっと答えがもらえるかどうかわかりま
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せんが、いろんなものの税金の滞納も合わせて一番多い金額というのはどのぐらいになりま

すか。多い人で。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） 今の税も含めた滞納額のことですが、ちょっと金額のほ

うまではまだ調べておりませんので、手元のほうに資料がございませんのでお答えができま

せん。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） やはり収納のほうですね、一緒になって、もし本気でやるんであれば、

やっぱりきちっとそういった計画、それから、個人的なもののいろんな状況もあると思いま

すので親身になって、本当に収納させてあげたいんであれば、両方が一緒になってやるとい

うことは非常に大事だと思いますので、そういったことも今聞いて、わからないということ

でちょっと。私はやっぱり今このことに関しては、13人しかいないわけですから、きちっ

と整理の相談に乗ってあげて、もっと一人一人の状況を詳しくやらないと、なかなか返済完

納できないんじゃないかななんて思ったりします。平成35年までに返すんですよね。あと

10年弱しかないので、しっかりやって、ゼロになるように頑張っていただきたいと思うん

ですけど、どうでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 勝村課長。 

○市民活動支援課長（勝村秀彦君） 委員さんのおっしゃるとおりでございまして、13人の

方も厳しい生活状況の中でありますけれども、たとえ分納でも返済の意識向上が必要でござ

いますから、また、今ご提案いただいたように、収納部署ともまた協力をいただきながら、

成果に結びつけるように今後も引き続いて努力をしていきたいと思っております。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了し、以上で審査を終了いたします。 

  これより本委員会に付託されました議案第39号 平成26年度甲斐市住宅新築資金等貸付

事業特別会計予算について、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 
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  これより本案について採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  次に、議案第44号 平成26年度甲斐市合併浄化槽事業特別会計予算を議題といたします。 

  なお、説明及び質疑は歳入歳出一括で行います。 

  それでは、審査に入ります。 

  歳入歳出一括で当局の説明を求めます。 

  長田環境課長。 

○環境課長（長田 治君） 環境課ですが、よろしくお願いいたします。 

  合併浄化槽事業特別会計の当初予算についてご説明をさせていただきます。 

  予算説明資料につきましては387ページからとなります。予算参考資料については、ナン

バー４の13ページをお願いいたします。あわせて予算審議資料は40ページとなります。予

算審議資料は構成比、円グラフの内容をご参考にしていただきたいと存じます。 

  個別の予算事項を説明する前に、改めて事業の概略につきまして口頭でご説明申し上げま

す。 

  合併浄化槽事業は、国の地域再生交付金の汚水処理施設整備交付金を活用しまして、平成

20年度から取り組んでいる事業です。下水道の計画区域外の地域につきまして、河川の浄

化推進を図る目的で合併浄化槽の整備等を推進しております。対象地域は敷島、双葉の９地

区で、内訳を申し上げますと、清川、睦沢、吉沢、大久保、そして天狗沢の一部、新田、菖

蒲沢、笠石、米沢でございます。 

  平成20年度から５年間の計画期間が平成24年度で終了しまして、この間、138基を整備い

たしました。平成25年度からは、平成25年度から29年度までの新たな計画期間に入ってお

りまして、この５年計画で100基を設置する計画となっております。 

  以上、概要でございます。 

  改めまして、予算説明書の389ページをごらんいただきたいと思います。 

  389ページ、26年度予算につきましては、歳入歳出3,521万2,000円をお願いするものでご

ざいまして、25年度予算と比較しまして272万5,000円の増額となっております。 
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  めくっていただきまして、390、391ページは歳出の款別予算でございます。 

  まためくっていただきまして、392、393ページをお願いいたします。 

  １款の分担金及び負担金、１項分担金、１目合併浄化槽分担金は、交付金の基準でありま

す工事費の10分の１を使用者に負担していただくものであり、一括また分納分を含めて24

戸分の分担金です。過年度につきましては、存置で1,000円をお願いいたします。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目合併浄化槽使用料は、20年度からの設置分と

維持管理の移譲分を合わせまして、対象は約200基分と見込んでおります。また過年度分に

つきましては、存置で1,000円をお願いいたします。 

  ２項手数料、１目手数料は、宅内排水設備の検査手数料でございまして、下水道の検査同

様、１件2,000円で16件を見込んでおります。次の督促手数料につきましては、存置で計上

をお願いいたします。 

  ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目汚水処理施設整備交付金につきましては、補助対

象事業の３分の１が交付されるものでありまして、設置予定の20基分について浄化槽の５

人、７人、10人槽による種別の見込みによりまして計上するものでございます。 

  394、395ページをお願いいたします。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金は、全体事業費の不足分につきまして、一般会計から繰

り入れをするものであります。 

  ５款繰越金につきましては、25年度の繰り越しを存置で計上をお願いいたします。 

  ６款諸収入、１項雑入につきましても、存置で計上したものでございます。 

  ７款市債、１項市債、１目合併浄化槽事業債につきましては、この事業の財源措置として、

設置費用に係る補助対象経費の30分の17について起債を充当することができますので、起

債を予定しております。 

  続きまして、歳出をご説明させていただきます。 

  予算説明書は396、397ページでありますが、歳出は予算参考資料でご説明させていただ

きます。予算参考資料の13ページをごらんください。 

  最初に、財源内訳を総括的にご説明いたします。 

  まず、13ページ下の001合併浄化槽整備事業の国・県支出金の欄に556万6,000円がありま

すが、先ほどの国庫補助金であります。また、その右隣の市債の欄に946万円がありますが、

先ほどのとおり30分の17に当たる起債充当です。その他の欄にはそれぞれ充当額が記載さ

れておりますけれども、一般会計繰入金です。 
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  最初に戻りまして、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の001総務管理費につ

きましては、水洗便所の改造助成金としまして、１件７万円を２件分見込むものでございま

す。002合併浄化槽分担金徴収費は、分担金の５年一括納付、１年一括納付の場合の報奨金

と郵送料です。003合併浄化槽使用料徴収費は、封筒印刷代、納付書の発送郵送料等の経費

でございます。 

  ２款事業費、１項事業費、１目合併浄化槽事業費の001合併浄化槽整備事業の2,308万円

でありますが、郵送料等のほか、20基分の設計委託料と、設置工事として５人槽５基、７

人槽14基、10人槽１基と附帯工事費を見込むものでございます。002合併浄化槽維持管理費

981万7,000円につきましては、修繕料はブロアー修繕が主となります。法定検査手数料は、

浄化槽法に基づきまして、設置後の水質検査が７条検査、また定期検査を11条検査として

行う検査等の経費です。保守点検料は維持管理委託の経費で、浄化槽の機能を良好に保つた

めの機器や消毒剤の点検、補充、調整等を行います。清掃料は、浄化槽法に基づき、年１回

実施することが義務づけられております。浄化槽内に生じた汚泥等の引き出しや調整及びこ

れらに伴う機器類の清掃を行う経費です。 

  めくって、14ページをお願いいたします。 

  ３款公債費につきましては、１項公債費、１目元金で、初めての元金償還となりますが、

20年度事業についてのものでございます。次の２目利子は、20年度から25年度までに借り

入れた市債についての利子となります。 

  ４款予備費は、前年同様に10万円を計上させていただくものであります。 

  先ほど申し上げました排水設備申請手数料、2,000円のを16件分と説明いたしましたが、

20件の誤りでございました。20件分に訂正いたします。 

  以上で合併浄化槽事業の当初予算の説明とさせていただきます。ご審議をよろしくお願い

いたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

  ここから所管が厚生環境常任委員会に移ります。 

  質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 13ページ、参考資料の13ページですけれども、ちょっと聞き落とし

たんですが、001の合併浄化槽整備事業ですが、合併浄化槽設置工事、５人槽、７人槽、10



－474－ 

人槽の平成26年度の工事の予定数ですが、もう一度よろしいでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 工事費の人槽の内訳、予算計上の内訳を申し上げます。５人槽が

５基、７人槽が14基、10人槽１基でございます。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 整備事業費の金額ですが、大体同じような状況ですけれども、10人

槽が14基であったのが１基ということですけれども、値段というか、その辺はいかがです

かね。あんまり変わらない、14基でも１基でも変わらないという。 

〔発言する者あり〕 

○委員（樋泉明広君） 設計委託料か。ちょっとその辺の内容を教えてください。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 先ほど言いましたとおり、合併浄化槽の設置につきましては、国

のほうの基準がありまして、５人槽だと基準が70万、７人槽だと85万、10人槽だと130万と

いう基準がありますので、その基準に基づきまして計上をしております。先ほど10人槽に

つきましては予算計上として１基ということでございます。実際に入札をしますと、この金

額は増減といいますか、入札価格によって定まってまいります。 

  以上でございます。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 先ほど合併浄化槽の計画ですよね、平成25年から29年の。計画の地

域というか、その辺ちょっともう一回言ってほしいですけど。ごめんなさい。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 合併浄化槽の計画地区についてまた再度ご説明いたします。総体

的には下水道の計画区域外の地域につきまして、個別的に申し上げますと、敷島、双葉に９

地区ありまして、内訳は清川、睦沢、吉沢、大久保、そして天狗沢の一部、そして新田、菖

蒲沢、笠石、米沢地区というところが対象地域になっております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  保坂委員。 
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○委員（保坂芳子君） 合併浄化槽ですから、一つの家だけじゃなくて、幾つかでということ

ですよね、合併と。１つですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 合併浄化槽についてご説明いたします。 

  合併の意味は、通常の家庭雑排水とし尿を合わせたという意味での合併という意味でござ

います。従前、し尿だけの浄化槽というのが認められておりまして、今、そのし尿だけの浄

化槽は認められておりません。家庭雑排水とし尿をあわせての合併浄化槽ということでご理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） そうしますと、５人槽が一番小さいということですね。10人槽が一

番大きいということですよね。ちょっと何か何となく過疎化しているような感じがするんで

すが、10人槽でも結構使う家はあるということですか。 

〔発言する者あり〕 

○委員（保坂芳子君） そうか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 国の設置基準によりまして、家屋の敷地面積等が基準になってお

りまして、５人槽、７人槽、10人槽が定まってまいります。 

〔「建物」と呼ぶ者あり〕 

○環境課長（長田 治君） 失礼いたしました。建物の。それで、一番設置数が多いのは５人

槽でございます。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） すみません、13ページ、今、合併浄化槽のお話のことでございます

けれど、138ということで設置されておりますけれど、逆にその地域の単独の浄化槽、そし

て、くみ取りの多い地というふうにあろうかと思います。その辺の中の数字的なものがもし

わかれば、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 対象地域におきます浄化槽の設置数の資料を今持ち合わせており

ませんが、先ほど20年度から24年度の内容の中で138基新設したというご説明をいたしまし

て、あわせて既存の浄化槽につきましては、この合併浄化槽事業に受け入れるということを
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やっておりまして、その移譲件数が24年度末で29件ございました。24年度末で新設が138、

移譲が29という結果になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） 今、対象のお家といいますか、もちろん昔からあるくみ取り式もござ

います。そんな中、合併浄化槽、簡単に言いますと、その地域は下水道が行かないというこ

とですね。これはやっぱり不公平もあるわけですけど。その中で、予算が例えばとられた中

で、周知の仕方とか、予算をとったときに予算を足りないぐらいの加入で進めて事業をして

いかないと、例えば河川の汚染とか、そういうのは生じますけれども、その辺をちょっとお

聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 東日本大震災が起きた際にちょっとご説明しました経過もあるん

ですが、大震災が起こる前は、20年度から30基以上の設置数で来ました。大震災が起こり

まして、24年度に急激に30基ベースから10台になってきた経過があります。そのようなこ

とでの景気等の判断の影響もあったのかなということで、25年度からの計画を単年で20基

ベースということにしておりまして、今年度予算も20基の予定で進めたんですけれども、

おおむねその目標数はいっております。また、26年度は計画に沿いまして20基というよう

な予算計上をさせていただいたんですが、また総合的な情勢の中で、必要があれば補正等の

対応も可能かと思っております。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 参考資料の14ページですけれども、公債費、公営企業債が平成26年

度末で7,389万6,000円ありますけれども、この償還の件数、何本くらいあるんでしょうか。

件数。 

○委員長（長谷部 集君） 丸山係長。 

○環境保全係長（丸山英資君） 合併浄化槽事業の起債の借り入れ本数については、平成20

年度から５本となっております。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） この返済期間ですけれども、最高どのくらい、全部大体同じじゃない

よね。どのくらいになりますか、返済期間。 
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○委員長（長谷部 集君） 丸山係長。 

○環境保全係長（丸山英資君） 償還年数につきましては、元金５年据え置きの30年の償還

となっております。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  樋泉委員、いいですか。 

  その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 今の説明で、合併浄化槽の件ね、課長、先ほど24年度まで30基の予

算を組んできたと、それで、震災以後、20基に２年間数字を減らしたという説明があった

んだけれども、24年度決算の数字を見ると、30基には到底及んでいないような気がするの

と、25年度の決算見込みの戸数はどのくらいですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 25年度の設置数見込みにつきましては20基でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 24年度は金額がえらく少ないけど、30基予定したと。私はこれ決算

見ていないから申しわけないんだけれども、戸数はどのくらいだったですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 24年度の設置基数につきましては、15基でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） そのときは30基予算組んだということですね。もっと前か。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） はい。22年度からの経過を申し上げますと、22年度に36基設置

しまして、23年の３月11日の結果をもちまして、23年度につきましては19基になりました。

24年度に15基、ことし20基というようになってございます。 

○委員長（長谷部 集君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） それで、これ、合併浄化槽にすると、保守管理をちゃんとやっていれ

ばほとんど永久的にもちますよね。そうすると、以前の浄化槽設備だったものがまただめに
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なる時期も当然来ますよね。そういうのと合わせていくと138基、合併浄化槽に既になって

いるということだと、残りの戸数と以前のいわゆる期限が来るやつとでどのくらい残ってい

るんですか。家がふえたり減ったりは多少あるでしょうけれども、現状は。 

○委員長（長谷部 集君） 長田課長。 

○環境課長（長田 治君） 現計画の総世帯数、対象戸数が810でございます。810で、現在

おおむね138に29の移譲等もありますので、そこを合算しますと20％ぐらいと、24年度末で

20％、そういう結果でございました。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了し、以上で審査を終了いたします。 

  これより本委員会に付託されました議案第44号 平成26年度甲斐市合併浄化槽事業特別

会計予算について、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（長谷部 集君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  ここで暫時休憩し、午後の再開を１時15分とさせていただきます。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時１４分 

 

○委員長（長谷部 集君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  次に、議案第41号 平成26年度甲斐市地域し尿処理施設特別会計予算を議題といたしま
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す。 

  なお、説明及び質疑は歳入歳出一括で行いたいと思います。 

  それでは、審査に入ります。 

  歳入歳出一括で当局の説明を求めます。 

  飯沼下水道課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） ご苦労さまです。 

  それでは、予算説明書の336ページ、337ページ、お願いいたします。 

  最初に、歳入から説明させていただきます。 

  第１款使用料及び手数料1,359万5,000円でございますが、これは敷島台団地340戸、うち

営農２戸と、松島団地267戸、うち営農１戸の使用料収入でございます。 

  第２款財産収入、１項財産運用収入の１目利子及び配当金の７万4,000円でございますが、

地域し尿処理施設基金運用収入でございます。 

  第３款繰入金、１項一般会計繰入金315万7,000円は、職員１名分の人件費に充当するも

のでございます。 

  第４款繰越金は50万を見込みまして、第６款諸収入、１項預金利子は1,000円、ページを

めくっていただきまして、雑入も1,000円でございます。 

  次に、歳出でございますが、予算説明書では340からになりますが、参考資料のナンバー

７のほうをお願いいたします。 

  ナンバー７の９ページ、お願いいたします。 

  第１款衛生費、１項地域し尿処理施設費、001地域し尿処理関係職員費、予算額407万

1,000円、財源内訳その他は、一般会計繰入金と預金利子でございます。下水道課職員１名

分の人件費でございます。 

  次に、002地域し尿処理施設維持費1,268万3,000円は、浄化センター２カ所に係ります電

気水道料及び経年劣化に係ります修繕料、また、敷島台、山梨水処理技研、松島団地がクリ

ーン環境サービス、それぞれ行っております保守点検委託料でございます。 

  第２款諸支出金の中の１項基金積立金、001地域し尿処理施設基金積立金７万4,000円、

その他は利子及び配当金でございます。 

  ページをめくっていただきまして、予備費でございますが、50万円。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 
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  説明に対しての質疑を行います。 

  これから所管が建設経済常任委員会にかわります。 

  先に所管の委員質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ質疑を終了し、以上で審査を終了といたします。 

  これより本委員会に付託されました議案第41号 平成26年度甲斐市地域し尿処理施設特

別会計予算について、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  次に、議案第42号 平成26年度甲斐市農業集落排水事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  なお、説明及び質疑は歳入歳出一括で行いたいと思います。 

  それでは、審査に入ります。 

  歳入歳出一括で当局の説明を求めます。 

  飯沼下水道課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） それでは、予算説明書のほうの354ページ、355ページのほう

をお願いいたします。 
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  歳入からです。 

  第１款分担金及び負担金、１項負担金、１目農業集落排水施設維持管理負担金113万

4,000円でございます。これにつきましては、本施設が甲府市の平瀬浄水場取水口の上流側

に位置するという位置関係がございまして、適正な保守点検、維持管理というものが求めら

れているという関係がございまして、これに係る委託料の２分の１を甲府市からいただいて

いるという内容のものでございます。 

  第２款使用料及び手数料、１項使用料127万3,000円でございます。37世帯107人の方の使

用料収入でございます。 

  第３款繰入金、１項一般会計繰入金974万円につきましては、事務費及び公債費繰入金で

ございます。 

  第４款繰越金1,000円、第５款諸収入、雑入1,000円でございます。 

  次に、歳出でございますが、また予算参考資料ナンバー７の12ページのほうをお願いい

たします。 

  それでは、歳出入ります。 

  第１款総務費、１項総務管理費、001農業集落排水施設維持管理事業、予算額440万4,000

円、その他は事務費の繰入金でございます。主なものでございますが、浄化センターの電気

水道料、施設の修繕料、またケーツ－メンテナンスが行っております保守点検委託料でござ

います。 

  第２款公債費の001元金でございます。521万4,000円、その他につきましては、公債費繰

入金でございます。農業集落排水事業債償還元金10件分でございます。 

  次に、002利子でございます。243万1,000円、同じくその他が公債費の繰入金でございま

す。農業集落排水事業債の償還利子10件分でございます。 

  ページをめくっていただきまして、予備費は10万円でございます。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 
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○委員（樋泉明広君） 地方債の公債費のほうですけれども、地方債の償還金、平成26年度

の末の現在高の5,541万4,000円ということですが、これ、先ほど出された元金、利子の10

件という件数ですけど、これの10件の件数なんでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） そのとおりでございます。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 返済の期間ですが、何年度が返済期間になっているでしょうか。最終

で見ると。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） 平成７年分がございます。それが平成37年でございます。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 償還元金で、前年度に比べてその他の財源のところで521万3,000円、

ちょっと倍増しているんだよ。これはどういうことですか。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 元金、利子、元利均等ということで償還していますので、

元金がふえて利子が減っているという状況になっていくかと思います。元金と利子を足すと

去年と同じ金額になっていくかと思います。 

  以上です。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 元金が521万4,000円、利子が243万1,000円ですので、こ

れを足しますと764万5,000円という金額ですので、去年の25年度の数字も元金と利子を足

しますと764万5,000円になっているかと思います。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了し、以上で審査を終了いたします。 
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  これより本委員会に付託されました議案第42号 平成26年度甲斐市農業集落排水事業特

別会計予算について、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  次に、議案第43号 平成26年度甲斐市下水道事業特別会計予算を議題といたします。 

  なお、説明及び質疑は歳入一括、歳出一括で行いたいと思います。 

  それでは、審査に入ります。 

  まず、歳入について一括で説明を求めます。 

  飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） それでは、下水道事業について、概略を最初に説明させていた

だきたいと思います。 

  本市の公共下水道事業でございますが、釜無川の流域関連の公共下水道ということで、昭

和61年、当初事業認可いただきまして、全体計画が1,776.3ヘクタールということでスター

トいたしまして、平成５年に一部の供用開始が始まったという内容でございまして、以来、

25年度末までの整備状況でございますが、処理区域整備面積が1,152ヘクタール、面整備率

で64.9％、整備済みの管渠の延長が264.5キロメートルというような状況になってございま

す。 

  それでは、予算説明書のほうを説明させていただきます。 

  364ページ、365ページをお願いいたします。 

  では、歳入から入ります。 

  第１款分担金及び負担金、１項負担金、受益者負担金の現年、過年合わせまして3,476万

9,000円を見込んでございます。これが平成25年度施工分の26年度賦課分の８万平米と、平
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成25、24、23、22年度賦課分合わせましたものに過年分の4,800平米分を想定いたしまして

計上してございます。 

  第２款使用料及び手数料、下水道使用料でございます。４億6,477万円を見込んでござい

ます。前年度より減っておりますのは、平成25年度より甲府市へ使用料の徴収委託したこ

とによりまして、敷島分が１回多かった分がカウントされておりましたが、それが通常に戻

ると、６回分に戻ったということによるものと、あと、補正のときにもちょっと説明させて

いただきましたが、逓増式の従量料金制をしいている関係がございまして、大口使用者の高

料金、高い料金設定の部分の減額が使用戸数、使用量の増に加えまして、この分の影響がか

なり出ているというふうに考えております。 

  次に、手数料でございます。150万。これは宅内の排水設備確認検査手数料、１件2,000

円でございますが、600件を想定し、指定店登録手数料、１件１万円でございますが、新規

が10件、５年更新が15件と見込みまして、また督促手数料、これを合わせたものでござい

ます。 

  第３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目の下水道事業費交付金１億2,039万7,000円で

ございますが、公共下水道費交付金事業費２億2,079万5,000円の２分の１の補助というこ

とで１億1,039万7,000円、社会資本整備総合交付金事業費、耐震に係る工事ですが、事業

費2,000万の２分の１、1,000万ということであります。 

  ページをめくっていただきまして、繰入金でございます。一般会計繰入金11億3,620万円

でございますが、内訳は、職員給与費繰入金、これ８名分でございます。あと、事務費等と

流域下水道建設改良費、それに公債費の繰入金でございます。 

  第５款繰越金は100万円、第６款諸収入、延滞金及び過料は存置として1,000円、雑入が

3,000円。 

  ページをめくっていただきまして、市債でございます。３億9,750万円、流域下水道事業

債に3,930万円、公共下水道事業債に３億5,820万円を今回計上してございます。 

  歳入につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  よろしいですか。 

  坂本委員。 
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○委員（坂本一之君） 26年度からですかね、整備計画があれするのは。それで、その費用

はあれですか、13ページの003番の公共下水道事業計画変更業務委託の中に入っているとい

うことでしょうか。 

〔発言する者あり〕 

○委員（坂本一之君） まだいってない。 

○委員長（長谷部 集君） まだ。今、歳入だけです。すみません。 

○委員（坂本一之君） はい。 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了いたします。 

  次に、歳出について一括で説明を求めます。 

  飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） 歳出の説明をさせていただきます。 

  資料の13ページ、お願いいたします。予算説明書では370ページからになります。 

  第１款総務費、１項総務管理費、001下水道関係職員費6,563万円、財源内訳のその他は、

職員費繰入金でございます。下水道課職員８名分の人件費でございます。 

  次の002下水道関係嘱託臨時職員費204万7,000円につきましては、徴収嘱託職員の報酬、

社会保険料と、１名分でございます。 

  次に、003下水道総務事務費5,224万5,000円、その他が事務費等の繰入金と、一般財源は

使用料負担金等でございます。主なものとしまして、先ほど出ましたが、公共下水道事業計

画変更の業務委託のことでございますが、現事業認可が平成25年までということで、平成

26年度、県と計画変更協議を行いまして、平成27年から５カ年計画を策定するための費用

として計上させていただいております。 

  その下の下水道利用促進業務委託といいますのは、これ、接続率向上対策としまして今回

盛らせていただいた分でございます。 

  １つ飛びまして、水道事業会計の負担金といたしましては、部長の給与分の２分の１、半

分を今回負担するということになりますその分でございます。 

  消費税の関係でございますが、2,575万9,000円を想定してございます。 

  ページをめくっていただきまして、14ページをお願いいたします。 
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  004の受益者負担金徴収費556万8,000円でございますが、主なものは一括納付の報奨金で

ございますが、５年分最大で19.2％になっておりますが、以下、それに係る事務経費でご

ざいます。 

  005下水道使用料徴収費4,906万円、内容としましては、下水道の使用料徴収業務委託、

竜王、双葉分につきましては、甲斐市の水道事務所のほうへお願いしております。敷島分に

ついては、甲府市の上下水道局のほうへお願いしている内容でございます。その下のデータ

の委託でございますが、敷島分の地下水、井戸分ですね。それのデータの委託でございます。 

  その下に、甲府市の上下水道料金システムのカスタマイズの負担金ということでございま

すが、消費税法の一部改正に伴いまして、下水道使用料条例の改正に係るこれが経費でござ

います。 

  次に、第２款事業費、１項流域下水道費、001流域下水道建設費4,397万4,000円でござい

ます。財源内訳、市債は流域下水道事業債、その他は一般会計繰入金でございます。山梨県

の算定によります釜無川流域下水道建設負担金、これ７市町で負担しておりますが、これは

計画汚水量と計画処理人口により決定しますが、甲斐市の負担率は27.8975％となっており

ます。 

  次に、002の流域下水道維持管理費でございます。３億3,512万5,000円でございますが、

これも山梨県の算定になりますが、計画汚水量に単価62円、これに消費税を掛けて前年度

の剰余金を引いたものがここに計上してございます。 

  次に、第２項の公共下水道費、001公共下水道建設費４億1,547万5,000円でございます。

財源内訳、国・県支出金、公共下水道費交付金と社会資本整備総合交付金、市債については

公共下水道事業債でございます。主な内容でございますが、実施設計１カ所、延長300メー

ター、管渠布設工事、竜王が５路線、敷島が５路線、双葉２路線、全部で12路線、延長で

3,495メーター予定してございます。あと、下水道管渠耐震化工事ということでございます

が、マンホール28カ所の管との接続の部分を可とう性とか柔軟なものにかえるということ

で、高度に改良するということで、地震時の屈曲、突出に対応できるようにするという内容

の工事でございます。あと、管渠布設に対しまして必要となる上水道管の移設補償費を計上

してございます。 

  次に、002公共下水道維持管理費2,990万5,000円のその他でございますが、事務費の繰入

金と管渠の移設補償料でございます。マンホールポンプ22カ所の電気料、修繕料、あと維

持管理の委託料等でございます。あと下水道台帳システムの保守、あと、管内調査委託とい
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うことで、前年度施工分及び経年劣化分の6,200メーター、計上してございます。あと、下

から２番目になりますが、道路管理者からの要請があった場合ということで、国・県道のマ

ンホール蓋高さ調整の工事と舗装の復旧費等を計上してございます。 

  ページをめくっていただきまして、次に公債費の関係でございます。 

  001の元金８億600万円、その他は公債費の繰入金、市債は公共下水道事業債でございま

す。下水道事業債償還元金でございます。 

  次に、001利子３億4,811万2,000円、その他は公債費の繰入金でございます。下水道事業

債償還利子等でございます。 

  最後に、予備費としまして、100万円計上してございます。 

  雑駁な説明でございますが、以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  坂本委員。 

○委員（坂本一之君） すみません、失礼いたしました、先ほどは。 

  13ページの先ほど公共下水道の事業計画なんですけれども、基本的なことを教えていた

だきたいと思いますけれども、この整備計画は誰が決めて、どのような優先順位をもって計

画を立てるのか、教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 公共下水道の事業計画変更業務の委託のことですけれども、

27年度から５カ年計画の計画策定するに当たりまして、今現在の認可区域の整備状況から、

下流から順に追っかけていかなきゃなりませんので、それをもとに住宅密集地なり既存の住

宅の建てかえ等の状況を見ながらと、あとは、どうしても道路に下水管を入れておきますの

で、道路の権利等も事前に調査する中で複雑な要因がないところと、あとは効果が高いとこ

ろを選んでいきながら整備を進めていく予定になっておりまして、現状、旧の敷島、双葉、

竜王地区で、それぞれある程度面積を広げていかなきゃならないんですけれども、先ほど言

ったような状況をもとに、順次整備を進めていく中で、効率よくやっていきたいという中で

やっていますが、優先順位等につきましては、下流側からということと、住宅密集地を主に

やりたいというのが従来からの一応基本の中でやっておりますけれども、今後につきまして

はまだもう少し時間がありまして、県のほうとも費用対効果の関係もありますので協議をし
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ていきながら決めていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 坂本委員。 

○委員（坂本一之君） ありがとうございました。 

  これで５年間の計画で、新しい整備計画というのは、延長キロにするとどのくらいを予定

しているんでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 面積もまだ確定しておりませんので、管路の延長等もまだ今

のところ想定もされておりませんが、前回の５年の計画とほぼ同じかちょっと少な目のよう

な計画になろうかと思います。今現在の26年度までの認可区域の整備が100％終わっており

ませんので、その積み残し等もやらなければなりませんので、多少減るような状況になろう

かと思います。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 坂本委員。 

○委員（坂本一之君） もう１点だけ、すみません。これを業務委託するということは、全て

調べなきゃならないということでこれだけのお金がかかるということでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 認可を広げるエリアの現地調査ももちろん必要ですし、それ

から、流域下水道ですね、それの処理区域のの処理のキャパシティの問題もありますので、

それら等の調整もしながら、計画の書類の作成もかなり厚い資料を作成しなきゃならないこ

と、図面も作成しなきゃならないということで、これだけの費用がかかります。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  その他質疑ございませんか。 

  河野委員。 

○委員（河野勝彦君） 坂本議員の関連になろうかと思いますけど、27年度から５年間の間

で一応計画は出ますよね。それから、下水道の計画というのがそれで終わるのか、まだ５年

後にまた計画を立てる予定があるのかどうか。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） 冒頭にも申し上げましたが、全体の計画面積というのが

1,776.3ヘクタールということで、現認可が取得分が1,386.7ヘクタールの中で、整備済み
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が先ほど申しました1,152ということで、積み残し分がかなり残っております。これプラス

今回拡大する部分とやってもとても全体まではいきませんので、まだ何年か先までかかりま

す。 

  ちなみに今回の委託の内容でございますが、当然下水道法の認可、全体の部分と、あと拡

大する部分、それにかかる部分と、都市計画法の事業認可も必要になります。あと全体計画

の見直しの内容と管渠の再構築ということで、愛宕町田敷線の関係ですが、既に入っている

ところもありますが、そういったところの計画をもう一回見直さなきゃならないと、そうい

った部分も含まれた内容の委託になります。 

  以上でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 河野委員。 

○委員（河野勝彦君） 質問が違いますけど、これまでに配管して、使えるようになっている

ところの加入率は現在どうなっていますかね。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） おおむね75％になってございます。 

○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  河野委員。 

○委員（河野勝彦君） あと、滞納率はどのくらいになっていますかね、使用料の。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 24年度決算で、下水道使用料の収納率が現年が97.92％に

なっていますので、2.08ぐらいが滞納という計算になります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  八代委員。 

○委員（八代静枝君） 先ほどの業務委託の関係の関連ですけど、13ページの003の公共下水

道計画変更業務のところですけど、業務委託ということで委託されるんですけど、これにつ

いては、今お聞きすると、すごいいろいろな現地調査したり、さらに計画をつくったり、法

的な部分もしたりされるということで、すごい作業になると思うんですけど、市内にこうい

うことができる事業者というのは何社かあるんですか。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） ちょっと市内まで詳しく調べてございませんけれど、前回の委
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託のときは市内の業者でやっていただきました。 

○委員長（長谷部 集君） 八代委員。 

○委員（八代静枝君） じゃ、これを委託する場合は、競争入札とか指名とかいろいろな方法

があると思うんです。どんな方法でこの委託業者を選定されるんですか。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） 入札執行につきましては契約担当のほうでやりますので、詳し

いことわかりませんけど、多分指名でやると思います。 

○委員長（長谷部 集君） 八代委員。 

○委員（八代静枝君） 指名というと、一つの業者にずっといっちゃうということと、一つの

業者だけではこういう仕事ができないということなんでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 指名競争入札という制度で、何社か指名させていただいて、

その中で競っていただいて、その中の一番安い業者と契約するということになります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 八代委員。 

○委員（八代静枝君） でも、市内にはいらっしゃらないということでしょうね。 

〔「ちょっとわからない」と呼ぶ者あり〕 

○委員（八代静枝君） 指名できないじゃないですか、わからないじゃ。 

○委員長（長谷部 集君） 市川部長。 

○上下水道部長（市川孝嗣君） こういった業務はですね、いわゆる単に測量だけすればいい

とか、測量して設計をすればいいという内容ではございません。当然、これだけ大きい事業

でございますので、計画そのものが策定ができる業者、いわゆるこういった内容の実績のあ

る業者を市のほうで選定をして、先ほど担当の係長が言ったように、そこで入札執行すると

いうようなことでございますので、この業務内容が果たして市内の業者ができるかどうかと

いうような内容は、前回の５年前のときには、聞いたところによりますと、全て実績ある市

外の業者だということでの市内業者は入札へも参加できなかったということを聞いておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 八代委員。 

○委員（八代静枝君） はい、わかりました。じゃ、また市内の実力のつけてある業者がいる
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かもしれないので、また調べていただきたいと思います。 

  そして、もう一つなんですけど、下水道賠償責任保険のこと、ちょっとよくわからないん

でお伺いしたいんですけど、これはどんなような内容で、どんなときの保険なんでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 賠償責任保険につきましては、対象物が下水道施設全体にな

っておりまして、主に管渠になりますので、例えば管が道路の中で壊れて穴があいて陥没し

た場合に、例えば車両、人等が物損、けがをした場合には、それが保険の対象になる。そう

いう賠償責任保険であります。 

○委員長（長谷部 集君） 八代委員。 

○委員（八代静枝君） じゃ、これも限度額というのは大きいということですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 人身と物損にもよりますけれども、限度額は大きいです。そ

れと、免責というのがありまして、最低１万円の免責、それ以上でないと保険はおりないと

いう状況になっております。 

○委員長（長谷部 集君） 八代委員。 

○委員（八代静枝君） こういう保険をこれまでに使ったことはあるんですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 過去の書類、合併前はわかりませんけれども、合併後で１件、

車両に適用させたという記録が残っております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 八代委員、よろしいですか。 

○委員（八代静枝君） ありがとうございました。はい、わかりました。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  猪股委員。 

○委員（猪股尚彦君） 005の下水道使用料徴収費の中で、甲府市上下水道料金システムカス

タマイズ、この件については敷島地区で甲府市の水道を利用していて、それで下水道をつな

いでいる部分ですよね。となると、この数というのは、今、敷島地区で下水道をつないだ数、
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このメーターの数をいうところですけど、このメーターの数はどのぐらいあるんですかね。 

〔「戸数でよろしですか」と呼ぶ者あり〕 

○委員（猪股尚彦君） 戸数でいいです。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 4,500前後だと記憶しております。 

○委員長（長谷部 集君） 猪股委員。 

○委員（猪股尚彦君） じゃ、すみません、4,500戸が世帯数ね。これが結局下水道につなが

っているという解釈と、いや、まだ下水道につながっていないところもありますよね。この

割合というのは今どのぐらいか、この下水道の普及率がここは敷島地区だけは出てくるとい

うことですよね。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） 人口ではちょっとわかりませんが、整備率の割合でよろしけれ

ば、敷島地区については69.1％、ちなみに竜王が65.6％、双葉が60％です。全体で64.9％

というような状況になってございます。 

○委員長（長谷部 集君） 猪股委員。 

○委員（猪股尚彦君） 下水道の接続、これ今まで非常に難しかったと思うんですよね。上水

道は甲府市の水道を使って下水道は甲斐市の下水道を使っているということで、料金の徴収

に当たってはまことにスムーズにいかなかったと思うんですよ。今度はこの事業を委託する

ことによって、スムーズにこの徴収には移行できるという解釈で、どうですかね、その辺は。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 今回のシステムカスタマイズ負担金というものは、消費税

が変わることによって、向こうの甲府のシステムを変更しなければならない。それによって

甲斐市が徴収をお願いしている分で負担金をくれというような内容でありますので、徴収は

既に25年度から始まっておりますので、はい。 

  以上であります。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） 今まで別々の徴収でございましたから、それなりに上がりまし

たけれども、今度は両方一遍に徴収ということで、当然徴収率が上がってくると考えており

ます。 
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○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

○委員（猪股尚彦君） はい。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） 13ページで002、嘱託臨時職員、徴収でございます。また、この中に

社会保険料と書いてあるんですけど、それでちょっとお聞きしたいんですけれど、前年度で

もいいんですけど、どのくらいの徴収金額というか、ノルマがあるか。その辺がもしわかれ

ば…… 

〔「実績」と呼ぶ者あり〕 

○委員（三浦進吾君） 実績でもいいです。はい、お願いします。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 24年度実績で、320万円ほど徴収していただいています。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） 先ほどの徴収率が97.92なんていうことの中で、下水道だけの負担は

徴収されるが、それともほかのも例えば関連して徴収ができるのかどうか、その辺をお尋ね

したいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 下水道の徴収嘱託職員取扱に関する要綱で決められており

まして、下水道の使用料の徴収、あと下水道受益者負担金の徴収、あと口座振替の加入促進

ということで決めております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） そうしますと、金額的にはあれですけど、社会保険料、これ、簡単に

言えば職員ですよね。保険料を払っているということですけど、例えば社会保険料としては

どのくらいの負担になるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 徴収嘱託員の社会保険料につきましては、24万7,000円を

計上してあります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 
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○委員（三浦進吾君） すみません、それで、003、ちょっと私もわからないから聞くんです

が、下から４行目に水道事業会計負担金、これ上下水道部長給与費分と、520万となってい

ますけど、これはどういう形のものか、ちょっとお聞きします。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） この負担金については今までなかったんですけれども、水道事

業会計のほうで全て持っていたんですが、あちらのほうも厳しいという内容の中で、上下水

道局ですから、両方にかかわる分だからということで、26年度から半分ずつ負担するとい

う話で、部長の給与分に相当する半分でございます。 

〔「はい、わかりました」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 15ページの下水道管渠耐震化工事、これ、マンホールの工事という

ことでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） この工事につきましては、既にありますマンホールと管渠の部

分ですが、そこの部分の継ぎ手の部分を柔軟性のある構造に改良するということで、地震時

の揺れ等に対して、突き上げとか、そういったものに対応できるような仕組みに変えていく

という内容の工事でございます。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） この工事をすることによって、全体としては耐震化のマンホールに変

わった率というのはどのくらいになりますか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 現在計画しておりますことしまでの５年間の計画では、1.3

キロほどを予定しておりますが、それの予定数量はキロ数でいきますと終わります。来年以

降また５年間で、あと1.8キロほどあるわけですけれども、またそれをやっていくというふ

うな形で順次整備を進めておりますので、平成20年に一番最初に耐震化事業計画書を出し

た段階の約3.6キロにつきましては、10年で耐震化が完了するというスケジュールを組んで

おります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 
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○委員（樋泉明広君） このマンホール28カ所に限って計算しますと2,500万、１カ所で約90

万くらいになるんですがね、それでよろしいですか。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） そのとおりでございます。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 平成25年度と比較すると、同じ金額で、こちらは13カ所で2,500万、

こちらは28カ所で2,500万、どこが違うんですかね。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） 25年度につきましては、耐震化工事の中で、今のマンホール

の継ぎ手部分以外に、インナーウエート工法といいまして、中におもりを入れて液状化によ

る浮上するのを防止する、そういった内容の工事が含まれておりましたが、今回の部分につ

いては、それがなくなって、管の継ぎ手部分だけの工事という内容になりましたので、その

分安くなっております。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） この間の雪でもあれですけれども、耐震化という問題は大事な問題で

ございますので、その辺の手抜かりのないような工事で今回やられるというふうに解釈して

いいですね。 

○委員長（長谷部 集君） 飯沼課長。 

○下水道課長（飯沼 覚君） そのとおりでございます。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  名取委員。 

○委員（名取國士君） 14ページですけど、先ほど話も出たんですけど、甲府市とまた汚水

の撤収していただいて、そして、甲斐市がもらうということになったとこの前聞いたんです

ね。それで、先ほど何か下水道つないだのは4,500カ所とかと言ったんだけど、これに対し

て１カ所どのくらいの手数料もらっているんですか、甲府市から。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 4,500軒で、甲府市に600円払って徴収していただくとい

う形になります。２カ月に一遍、年６回徴収していただくんですが、甲斐市から甲府へお金

を払って、甲府で徴収していただいて、徴収したお金を甲斐市に入れていただくという流れ

になります。 
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○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） まず、今１軒に対して徴収料が幾らになるのということ。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 今現在、25年度ですと600円、年間６回ありますので、１

軒に対していいますと、１世帯でいいますと六六、3,600円かかるという格好になります。

だから、２カ月に一遍取っていただくに600円うちから払うという形になります。4,500軒

の600円の６倍という計算になります。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） そうすると、その600円という手数料は高いんですか、安いんですか。 

〔発言する者あり〕 

○委員（名取國士君） いや、それを聞きたいんですよ、要は。 

○委員長（長谷部 集君） 山田係長。 

○下水道総務係長（山田 洋君） 下水道課としますと、甲斐市の上水道局にも委託している

んですが、それが今350円であります。それを考えますと、高いという解釈もあるかと思う

んですけれども、同じ自治体ではありませんので、高いという気もありますけれども、26

年度においては600円が566円ほどにちょっと値下げをしていただくという見込みになって

おります。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） ともかく今まで取れなんだやつを撤収して取ってもらうだから、高く

てもしようがないということがあると思うんですよ。だけど、そこはそれとして、やっぱり

交渉していくだと思うんですよね。ぜひその辺のね、要望でいいです。 

  委員長、ちょっとまた変えます。 

  15ページで、マンホール緊急発電機借上料とあるんだけど、これは何台見込んでいるん

ですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） これにつきましては、22カ所あるんですけれども、１業者

に操作委託をかけておりますから、全部のマンホールが一時的に全部停電になるというちょ

っと想定はしておらない部分もありますので、年間今のところ２台を想定した借上料の金額

を計上してあります。 
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○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） ２台でも１台でもいいんだけど、これ、動力ですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） すみません、私、電気のことは詳しくないんですが、ポンプ

ですから動力で動かしていると思いますけれども、可搬式の自家発電ということになります

ので、十分今あるポンプを動かせるだけの発電の機械を借り上げるということになっており

ます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） あのね、マンホールポンプなんか、これは動力で動かしているでしょ

う。そこで僕が聞いたのは、普通の100ボルトの発電機と動力とは２倍違うんですよ。それ

で動力ですかと聞いたんですよ。だから、量が足りるというだけの話を聞いているんじゃな

いんですよ。そこのところを聞いているんでしょう。今回はじゃいいから、次からそのくら

い把握しておいて。動力のものを借り上げるのか、普通の100ボルトのものを借り上げるの

かということだけね。 

  委員長、いいですか。 

○委員長（長谷部 集君） はい、どうぞ。 

○委員（名取國士君） ちょっとまた違う。もう一つ、その上に、マンホールポンプ制御借地

料５カ所と、のせてあるんだけど、これ、どういう部分ですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） マンホールポンプの制御盤の設置の借地料ということで、

22カ所あるうち、道路とか市の所有地の中に入っている部分を除いた民間の敷地を借り上

げているところが５カ所あるということで、年間１カ所につき1,000円、面積当たりの固定

資産評価額から換算しまして、１カ所当たり1,000円の借地料を払っております。 

  制御盤というのは、緊急の電話回線で、例えば停電でとまっておりますとか、ポンプが異

常音で壊れたとか、満水といいましてマンホールの中に汚水がいっぱいになったとかという、

職員宛てに電話回線でお知らせを業者とあるわけですけれども、それらの装置と、東電、電

力会社から買った電気をポンプへ送るためのシステム等が全てその制御盤の中に入っており

ます。 

  以上です。 
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○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） これ、５カ所で5,000円というのが金額が安くなるかと思ったんだけ

ど、安いにこしたことないですよね。それで、それでもって安全にちゃんとできればそれに

こしたことはないんですけれども。 

  もう一つ、ちょっと今ので、電話料と出たんだけど、前にも結構僕も指摘したことがあっ

ただけど、67万5,000円とあるんですよ。これ、前と全然変わらないんだけども、毎年この

くらいの電話料かかる。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 電話料につきましては、固定の基本料金プラス通話料金、そ

れから携帯電話へのお知らせがあった場合にはその都度の料金ということで、年間平均して

約六十七、八万円ほど予算も毎年計上させていただいております。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） 計上はいいんだけど、やっぱり経費節約とかはできないんですか。 

○委員長（長谷部 集君） 長田係長。 

○建設管理係長（長田 茂君） 電話会社が今のところＮＴＴの西日本と契約をしているわけ

でございますけれども、先日来、ソフトバンク、それからまた別の業者から電話があって、

説明に伺いたいという話があったんですが、結局安くならないのか、システムの構築を全部

し直さなきゃならないのかということがあるようですので、それ以来ナシのつぶてになって

おりまして、今のところ東日本以外は電話契約ができない状態だというふうに考えておりま

す。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） わかりました。そういういろいろお金がかかるということだね、要す

るに。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員（名取國士君） はい、わかりました。いいです、はい。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了し、以上で審査を終了いたします。 

  これより本委員会に付託されました議案第43号 平成26年度甲斐市下水道事業特別会計

予算について、順次、討論、採決を行います。 
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  まず、本案に対する討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  ここで暫時休憩し、職員の入れかえを行います。 

  会議の再開を２時25分といたします。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時１７分 

 

○委員長（長谷部 集君） 少し早いですけれども、全員そろいましたので、会議を再開いた

します。 

  次に、議案第40号 平成26年度甲斐市簡易水道事業特別会計予算を議題といたします。 

  なお、説明及び質疑は歳入歳出一括で行いたいと思います。 

  それでは、審査に入ります。 

  歳入歳出一括で当局の説明を求めます。 

  花田上水道課長。 

○上水道課長（花田茂美君） 大変お疲れさまです。スピーディーな説明に心がけたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案集の137ページをお願いいたします。 

  議案第40号 平成26年度甲斐市簡易水道事業特別会計についてご説明申し上げます。 

  26年度簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるとしております。 

  第１条で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,419万5,000円と定めるとしてお
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ります。 

  第２条で、歳出予算の流用につきましては、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定

により、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内での流用ができると規定しております。 

  予算説明書の311ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

  １の総括、歳入につきましては、本年度予算額は9,419万5,000円で、前年度より2,080万

1,000円の減となっております。 

  314、315ページをお願いいたします。 

  初めに、歳入の内訳です。 

  １款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道負担金は1,088万6,000円で、前年度

より1,614万2,000円の減となっておりますが、これは前年度に県２カ所、市２カ所、計４

カ所あった工事に伴う布設がえが新年度は１件となったことが主な要因でございます。内訳

でございますが、１節加入金は、２世帯の新規加入を見込んでおり、２節工事負担金は、消

火栓の修繕及び市道下芦沢線道路改良に伴う配水管布設がえ工事に対する一般会計からの負

担金でございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目簡易水道使用料につきましては、前年度と同額

の1,700万円で、清川142栓、睦沢263栓、吉沢149栓の合計554栓に係ります使用料でござい

ます。次の２項手数料は、７万4,000円で、新規加入に伴う設計及び完成検査と、督促の手

数料を見込んでおります。 

  ５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は6,573万3,000円で、前年度よ

り465万8,000円の減となっておりますが、この主な理由は、工事数の減によるものでござ

います。なお、繰入金の内訳といたしましては、説明欄のとおり、職員給与繰入金681万

4,000円、事務費等繰入金705万5,000円、建設改良費繰入金449万3,000円、公債費繰入金

4,737万1,000円となっております。 

  316、317ページをお願いいたします。 

  ６款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は、前年度と同額の50万円となっております。 

  ７款諸収入、１項預金利子、１目預金利子と、続きます２項雑入、１目雑入は、ともに前

年度と同額の1,000円、存置でございます。 

  以上により、歳入合計は9,419万5,000円となります。 
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  続きまして、歳出の説明に入らせていただきます。 

  こちらにつきましては、予算参考資料ナンバー７の１ページをお願いいたします。 

  平成26年度当初予算事業別一覧表でございます。 

  ここで、おわびと訂正をお願い申し上げます。最初の一般会計、４款衛生費、２項環境衛

生費、１目環境衛生総務費につきましては、簡易水道事業特別会計繰出金として、先ほどの

6,573万3,000円を繰り出すものでございますが、この額について、財源内訳の一般財源の

欄に記入すべきところ、誤ってその他の欄に記入してしまいました。おわびとともに訂正を

お願い申し上げます。一般財源のところにお移しをお願いいたします。 

  では、簡易水道事業の歳出について説明申し上げます。 

  １款事業費、１項事業費、１目一般管理費でございます。 

  001の一般管理関係職員費681万4,000円につきましては、財源は、先ほどご説明いたしま

した一般会計からの職員給与繰越金で、簡易水道を担当する職員１名分でございます。 

  002一般管理費は、簡易水道の清川浄水場ほか、睦沢配水池など、21施設の維持管理に係

る経費でございます。予算額は3,951万円で、財源は一般会計からの事務費等繰入金、建設

改良費繰入金のほか、工事負担金などで2,250万8,000円、一般が、料金収入と預貯金利子

など1,700万2,000円となっております。 

  主な事業といたしまして、施設21カ所に係る電気料や修繕料のほか、テレメーター、す

なわち遠方監視システムのことでございますが、これの電話回線料などでございます。 

  次の耐震診断調査は、昭和52年建設の吉沢第１と第２配水池の耐震診断を予定しており、

水質検査、施設保守点検、警備委託等については、施設の維持管理に係る業務委託費等でご

ざいます。 

  次の配水管布設工事は、建設課が行います市道下芦沢線道路改良工事に伴うもので、70

メートルの布設がえのほか、19年が経過いたしました下芦沢第２減圧槽の遠方監視システ

ムと、33年が経過した漆戸送水ポンプの更新工事に係ります工事費でございます。 

  最後は、量水器の購入や関係団体等への負担金、補償金、消費税などでございます。 

  以上により、一般管理費は、前年度より2,080万1,000円少ない4,632万4,000円となりま

す。 

  ２ページをお願いいたします。 

  ２款公債費、１項公債費、１目元金であります。予算額は3,278万1,000円、財源は全て

一般会計からの公債費繰入金で、簡易水道事業債５件分の元金償還金であります。前年度に
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比べ108万7,000円の増となっております。 

  続いて、２目利子であります。予算額は1,459万円、こちらも財源は全て一般からの繰入

金で、同じく５件分の利子償還額であります。こちらは元金とは逆に、前年度に比べて同額

108万7,000円の減となっております。元金と利子の合計は4,737万1,000円で、前年度と同

額でございます。 

  最後に、４款予備費、１項予備費、１目予備費は、前年度と同額の50万円を計上し、財

源は一般でございます。 

  以上、歳出合計は9,419万5,000円となります。 

  再び予算説明書にお戻りいただきたいと思います。 

  322ページから328ページ、こちらにつきましては給与費明細書となっております。後ほ

どごらんいただきたいと思います。 

  329ページをお願いします。 

  地方債の24、25、26の各年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。平

成25年度末現在高見込み額４億4,472万7,000円、平成26年度中の元金償還見込み額3,278万

円を差し引き、平成26年度末現在高見込み額は４億1,194万7,000円を予定しているもので

ございます。 

  あと、別冊の予算審議資料の36ページのほうには、予算の一覧表と構成図がありますの

で、こちらも後ほどごらんいただきたいと思います。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 参考資料の２ページですが、元金、利子の財源内訳その他は、この位

置でいいということでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） お答えいたします。 

  先ほどご説明申し上げましたように、その他、ここが、一般会計から繰り入れております
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ので、そこの欄に記載をしております。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了し、以上で審査を終了いたします。 

  これより本委員会に付託されました議案第40号 平成26年度甲斐市簡易水道事業特別会

計予算について、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  次に、議案第45号 平成26年度甲斐市水道事業会計予算を議題といたします。 

  なお、審議は、予算実施計画及び資金計画等により行います。 

  それでは、審査に入ります。 

  予算実施計画及び資金計画等について説明を求めます。 

  花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） それでは、議案第45号についてご説明申し上げます。 

  議案集159ページになります。 

  それでは、説明のほうも若干要するということで、ただいま委員長のほうから議案の関係

は割愛し、予算説明書のほうを使っての説明をというご指示をいただきましたので、お手元

の別冊、水道事業会計予算説明書を使いまして説明させていただきます。 

  それでは、予算説明書、１ページをお開き願いたいと思います。 

  こちらにつきましては、主なものについての説明とさせていただきたいと思います。 

  まず、１ページをごらんいただきまして、収益的収入及び支出でございます。 

  収入の１款水道事業収益の内訳でございますが、１項営業収益は、前年度より約6,800万
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円少ない７億3,505万3,000円を予定しておりますが、減額の要因は、１目の給水収益の減

によるものでございまして、料金改定による増収よりもルネサスの撤退を見込んだ減収のほ

うが大きく影響したことによるものでございます。 

  ２項の営業外収益は、約１億5,400万円多い１億6,401万4,000円を予定しておりますが、

こちらは会計制度の改正に伴い、７目の長期前受金戻入が追加され、これまで取得価格から

除外されていた補助金や負担金に係る部分の減価償却費も計上することとなったことによる

ものでございます。 

  ３項特別利益の内訳で、１目固定資産売却益につきましては、1,000円の存置としてござ

いますが、内容につきましては後ほど説明させていただきます。 

  以上によりまして、１款水道事業収益の予定額は、前年度より約8,600万円多い８億

9,606万9,000円となります。 

  ２ページの支出に移ります。 

  １款水道事業費用の予定額は、前年度より約１億2,600万円多い８億6,600万4,000円を予

定しておりますが、支出の内容につきましては、別冊ナンバー７、予算参考資料により説明

いたします。 

  参考資料の３ページをお願いいたします。 

  １款水道事業費用、１項営業費用の内訳でありますが、01原水及び浄水費は、１億8,716

万5,000円を予定し、財源は一般であります。 

  主な事業について説明申し上げます。 

  最初の水道施設運転管理等業務につきましては、プロポーザル方式によりまして業者選定

を進めてまいりましたが、２月末現在の委託先である株式会社ウォーターエージェンシーを

委託業者に決定いたしました。 

  ３行目の配水池耐震診断業務につきましては、双葉地区の５カ所の配水池を予定しており

ます。補正予算の際に一部ご説明申し上げましたが、大垈地内と志田地内への新たな水源確

保を目的とした井戸の試掘を中止といたしましたことの代替策といたしまして、まず耐震診

断を実施し、この結果に基づきまして、双葉地区の施設整備を進めたいと考えているところ

でございます。 

  次の第４水源用地売却関係につきましては、竜王新町地内の代用水源地について、隣地の

所有者からあった払い下げの要望に基づくものでございます。こちらにつきましては、現在

稼働している井戸で安定した給水が可能であること、また、当井戸の水に砂がまざっている



－505－ 

状況なども勘案する中で、払い下げを行いたいと考えております。記載いたしました予定額

は、井戸の撤去及び建屋の解体費などでございます。 

  次の塩川ダム受水費は、峡北水道企業団からの受水費でございまして、日量950立方メー

トル、年間で34万6,870立方メートルの受水に係る水道代でございます。 

  02配水及び給水費は、１億7,390万8,000円を予定し、財源は、その他として下水道工事

に伴う事務費や簡易水道からの事務所経費に係る補助などで456万6,000円、一般１億6,934

万2,000円となっております。 

  最初の職員人件費は、施設管理係２名、工務係４名、計６名分となります。 

  次の検満量水器取りかえ関係は、検定期間が満了を迎える3,620器の取りかえを予定して

おります。 

  次の漏水等不良箇所修繕は、漏水等の緊急修繕に対処するもので、100件を見込んでおり

ます。 

  次の路面復旧費は、基幹管路の耐震化などの工事を行った箇所の本復旧など、９カ所を予

定しているところでございます。 

  03受託工事費は、345万6,000円を予定し、財源は、その他として受託工事に係る収益で、

下水道などの工事に伴う切り回し４件を予定しております。 

  04業務及び総係費は、１億4,535万4,000円を予定し、財源は、その他として児童手当18

万、一般１億4,517万4,000円となっております。 

  職員人件費は、部長、課長と総務係４名の計６名分でございます。 

  次の収納業務委託でございますが、収納の後に「等」が落ちておりますので、すみません、

追加をお願いいたします。収納等業務委託となります。こちらは料金収納のほか、漏水調査

と配水管路のマッピング管理に係る委託料でございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  料金及び会計システム関係経費は、システムのリース料及び保守料などでございます。 

  次のコンビニ収納関係は２万1,300件を予定しており、これに係る手数料などでございま

す。 

  次の水道ビジョン策定支援業務委託は、現行の水道ビジョンが27年度で終了いたします

ため、26、27の２カ年で第２期のビジョンを策定してまいりますが、うち26年度に行う準

備業務に対し、コンサルの支援を受けるための委託料でございます。 

  次の料金及び会計システム更新支援業務につきましては、会計制度の改正に伴い、システ
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ムの更新の支援を受ける委託料でございます。 

  05減価償却費は、３億545万5,000円を予定し、財源は一般であります。こちらは前年度

より約１億700万円の増となっております。今回の制度の改正によりまして、みなし償却が

廃止され、従前は固定資産の取得価格のうち補助金や負担金分として除かれていた部分につ

いても、減価償却費に計上することとなりましたことにより、大きく増加しております。 

  続いて、06資産減耗費は、2,005万2,000円を予定し、財源は、一般であります。主に配

水管の布設がえに伴う除却資産及び龍王源水などの棚卸資産の減耗費となります。 

  07その他の営業費用は、2,000円を予定し、財源は一般であります。材料売却原価と雑支

出の存置でございます。 

  以上により、１項の営業費用は、前年度より約１億2,300万円多い８億3,539万3,000円を

予定しております。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ２項営業外費用でございます。 

  01支払利息は、1,624万5,000円を予定し、財源は一般であります。財務省財政融資資金

12本と、公営企業金融公庫７本、計19本に係る企業債利息返済費用でございます。 

  02災害対策費は、311万2,000円を予定し、財源は一般であります。主に龍王源水の製造

や保管、水質検査の費用でございます。 

  03雑支出と05消費税のそれぞれ1,000円は、ともに財源は一般で、存置であります。 

  以上により、２項の営業外費用は、前年度より約280万円少ない1,935万9,000円を予定し

ております。 

  続いて、３項特別損失です。 

  04過年度損益修正損は、725万2,000円を予定し、財源は一般であります。こちらも会計

制度の改正に伴い、過年度分の賞与や共済費を計上したことにより、前年度より約640万円

の増となっております。 

  05その他特別損失は1,000円、財源は一般、存置であります。 

  以上により、３項の特別損失の合計は、前年度より約640万円多い725万3,000円を予定し

ております。 

  続いて、４項予備費でございます。予備費は、前年度と同額の400万円を予定し、財源は

一般でございます。 

  では、予算説明書にお戻りいただきたいと思います。 
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  ３ページ、資本的収入及び支出の収入から説明申し上げます。 

  １款資本的収入の内訳で、３項負担金は、他会計負担金として、前年度より約2,100万円

少ない2,568万円を予定しておりますが、これは下水道工事が前年度当初の８カ所から４カ

所に減じたことが主な要因でございます。 

  次に、６項固定資産売却代金は、371万7,000円を予定しておりますが、こちらは竜王新

町地内にある第４水源用地の払い下げに係るもので、昭和51年取得時の帳簿価格を計上し

てございます。 

  ７項補助金は、他会計補助金として256万4,000円を予定しております。内容は、社会資

本整備総合交付金事業として行う双葉地区の新町山本線及び塩崎駅北口駅前広場配水管布設

工事に伴います一般会計からの補助金でございます。 

  ８項加入金は、2,883万3,000円を予定しております。口径13ミリと20ミリ合わせて約300

世帯の新規加入を見込んでおるものでございます。 

  以上によりまして、１款の資本的収入の予定額は、前年度より約760万円少ない6,079万

4,000円を予定しております。 

  続いて、支出につきましては、再び予算参考資料、こちらの６ページをお願いいたします。 

  １項建設改良費であります。01建設工事費は、3,502万2,000円を予定し、財源は、その

他として一般会計からの消火栓設置工事に係る負担金が300万円、一般が3,202万2,000円と

なっております。 

  事業の概要につきましては、消火栓の設置は４基を予定しております。 

  次の甲府韮崎線配水管布設工事は、県道と市道大屋敷横町線の丁字路交差点から県道の北

側を西に向かう170メートルの布設がえを予定しております。 

  次の配水管布設工事関係は、龍地地内130メートル、大垈地内150メートルの予定でござ

います。 

  02改良工事費は、４億2,555万5,000円を予定し、財源は、その他として下水道工事に伴

う負担金が2,268万1,000円、一般４億287万4,000円であります。 

  事業といたしましては、下水道工事に伴う配水管の布設替えが竜王新町地内と篠原地内３

カ所の計４カ所で1,012メートル、次にございます基幹管路の耐震化工事は、片瀬、西八幡、

篠原と冷間３カ所の計６カ所で2,240メートル、次にございます重要管路につきましては、

今年度に引き続き田畑駒沢線の布設がえ800メートルを行うものでございます。 

  続きまして、次の新町山本線及び塩崎駅北口駅前広場配水管布設替え工事につきましては、
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塩崎駅周辺整備の関連工事といたしまして、北口における105.2メートルの布設替えを行う

ものでございます。 

  次の甲府韮崎線配水管布設替え工事は、県道の拡幅に伴いまして龍地地内150.2メートル

の布設替えを行います。 

  次の大原配水池補修工事は、屋根や壁面の劣化、ひび割れの補修を行うものでございます。 

  03量水器費は、162万7,000円を予定し、財源は一般であります。口径13ミリから75ミリ

まで合わせて398個の購入を予定しております。 

  04固定資産購入費は、１億9,284万円を予定し、財源は一般であります。まず、西八幡配

水池用地取得費は、釜無川レクリエーションセンターに隣接いたします配水池の用地1,252

平米について、県の要請を受け、購入するものであります。この用地は、釜無川スポーツ公

園の一部として無償貸与を受けておりましたが、26年度をもって貸借契約が終了するに当

たり、県からこの土地は水道用地として営業活動に使用されているため、今後、無償貸与は

できないとする意向が示されました。市といたしましても、必要な土地でありますことから、

取得することとしたものでございます。 

  次の新田水源池発電機設置工事は、停電への対応として、取水ポンプ用発電機を設置する

ものでございます。続く新田配水池緊急遮断弁分水栓設置工事は、震災への対応でございま

す。次の新田水源取水ポンプ更新は、設置から19年が経過した取水ポンプを新たなポンプ

に更新するものでございます。 

  次の配水池分水栓設置工事は、こちらも震災への対応といたしまして、大原と二ツ溜配水

池に、非常時の水の取り出し口として分水栓を設置するものであります。 

  次の西八幡配水池配水ポンプ更新工事、こちらにつきましては、設置から33年を経過し

た配水ポンプを更新するものでございます。 

  ７ページにお移りいただきまして、西八幡配水池から第14水源ケーブル地上化工事は、

現在、地中に埋設されている取水ポンプの運転制御通信ケーブルにつきまして、通信状態を

向上させるために地上式とするもので、190メートルの架線工事を予定しているものでござ

います。 

  次に、遠隔監視システムである竜王のテレメーター親局と双葉のテレメーターの更新工事

でございますが、現在、竜王は日立製、双葉は富士電機製のテレメーターとなっておりまし

て、２系統に分かれております。経過年数とともにシステムの統合による業務の効率化と経

費縮減を踏まえ、更新を進めてまいりたいと考えているものでございます。 
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  最後に、公用車購入費につきましては、21年の経過により劣化が目立ってきたトラック

を買いかえ、やはり災害時などに備えるものでございます。 

  以上により、１項建設改良費は、前年度より約1,200万円少ない６億5,504万4,000円を予

定しております。 

  続いて、２項企業債償還金は、7,712万9,000円を予定し、財源は一般で、財務省12件と

公営企業金融公庫７件分の償還金でございます。 

  以上により、１款の資本的支出の予定額は、前年度より1,200万円少ない７億3,217万

3,000円を予定しているところでございます。 

  予算実施計画につきましては以上とさせていただきます。 

  予算説明書にお戻りいただきまして、４ページをお願いいたします。 

  こちらが新たに作成が義務づけられました事業会計予定キャッシュ・フロー計算書でござ

います。概要で申し上げます。 

  発生主義会計のもとでの収益は、現金収入のときではなく、実現のとき、例えばサービス

の提供時等に認識されることから、収益・費用を認識する会計期間と現金の収入・支出を認

識する時期に差異が生じることとなります。また、料金を調定し収益に計上したとしても、

未収金を回収できなければ企業への資金の流入はございません。したがって、貸借対照表と

損益計算書では一会計期間のキャッシュ・フローが把握できないため、財務諸表にあわせて

キャッシュ・フロー計算書の作成が義務づけられたものでございます。 

  キャッシュ・フロー計算書の内容につきましては、ごらんいただきますと、１、２、３と

左に振ってございますが、１、業務活動によるキャッシュ・フロー、２、投資活動によるキ

ャッシュ・フロー、３、財務活動によるキャッシュ・フローの３項目から成っております。 

  まず、１、業務活動によるキャッシュ・フローについてですが、これは企業の通常の業務

活動の実施に係る資金の状態を示しております。最初にある当年度純損益を起点として計算

しますが、当期純損益は発生主義により計算されたものであることから、当該損益の額が必

ずしもキャッシュの増減を示しているとは限らないため、調整項目を足し引きして、業務活

動による純粋な現金の増減を表示することとなります。 

  それぞれの項目の数値でございますが、２番目の減価償却費につきましては予算計上、た

だいま説明いたしました予算計上額となっております。３番目の資産減耗費につきましては、

予算計上額から棚卸資産減耗分を除いた固定資産除却額を記載してございます。５番目の貸

倒引当金の増減額から９番目の長期前受金戻入額及び13番目の未収金の増減額から18番目
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の預り金の増減までは、平成26年度甲斐市貸借対照表と平成26年度予定貸借対照表の差額

を記載しております。このフロー計算書の最後のほうで若干説明させていただきます。 

  なお、中ほどの小計の後に、利息等の受取額及び支払額が再計されていますが、損益計算

書上の受取利息及び受取配当金や支払利息は、未収利息や未払利息を含んだ金額として表示

されます。そのため、損益計算書に計上しているそれぞれの金額と実際の受取額または支払

額が異なる場合がございます。キャッシュ・フロー計算書は、現金及び現金同等物が一会計

期間でどれだけ増減したかを示す計算書類ですので、小計より前で損益計算書に記載されて

いる受取利息及び受取配当金、支払利息の金額をそのまま除去し、小計より後で実際の受取

額、支払額を記載することとなります。 

  次に、２、投資活動によるキャッシュ・フローですが、これは、将来に向けた運営基盤の

確立のために行われる投資活動に係る資金の状態をあらわすため、固定資産の取得及び売却、

投資資産の取得及び売却等に係る資金をあらわしております。１番目の有形固定資産の取得

による支出は、資本的支出の建設改良費から２番目の有形固定資産の売却による収入につい

ては、第４水源用地の売却に伴う額となっています。 

  次に、３、財務活動によるキャッシュ・フローについてですが、こちらは、業務活動及び

投資活動を維持するために、どのような手段でどの程度の資金が調達され、また、どの程度

の資金が返済されたかをあらわすため、増減資による資金の収入・支出及び借り入れ返済に

よる収入・支出など、資金の調達及び返済による資金の流れをあらわしており、企業債の償

還額が記載されております。 

  これら１から３のキャッシュ・フローの合計といたしまして、下から３番目の資金増加額

または減少額になりますが、４億5,505万3,961円減少となります。平成25年度末の残高が

資金期首残高として８億9,103万4,998円ありましたので、差し引きの結果、平成26年度末

の資金残高は４億3,598万1,037円となります。ちなみにこちらは、15ページにございます、

後ほどごらんいただきますが、貸借対照表の２流動資産、（１）現金・預金に一致するもの

となります。 

  続いて、おまくりいただいて、あとは概要のみ、はい。 

  続いて、５ページから11ページの給与明細書につきましては、営業費用として重要性が

高い給与費について、予算適正化の観点からその内容を明らかにするものでありますが、こ

ちらは後ほどご参照いただきたいと思います。 

  １点、５ページの１の総括の表の注書き、米印がついて２つ記載がございますが、２つ目
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の記載のとおり、今回の改正に伴って、賞与引当金を計上し、移行初年度として特別損失に

過年度対象費用の賞与と共済費を計上してありますので、比較のため、括弧書きで実際の実

質支出額を記載しておきましたので、ご確認のほうをお願いしたいと思います。 

  では、飛んでいただきまして、12ページをお願いいたします。 

  継続費に関する調書でございます。 

  さきに説明いたしましたとおり、現行の水道ビジョンが27年度で終了となりますため、

26、27の２カ年で第２期ビジョンを策定してまいりますが、この経費として26年度604万

8,000円、27年度324万円、計928万8,000円の継続費を組ませていただくものでございます。 

  13ページをお願いいたします。 

  こちらは債務負担行為に関する調書でございます。 

  上段は現行の水道施設運転管理等業務委託でありまして、今年度で終了となるものでござ

います。中段の料金収納等業務委託につきましては、限度額を２億8,750万円とし、今年度

から29年度までの５カ年間にわたる長期契約でありまして、委託業者はフジ地中情報株式

会社でございます。下段が、今回新たに委託先を株式会社ウォーターエージェンシーと決定

いたしました債務負担行為でございます。 

  なお、当該年度以降の支払義務発生予定額には、本調書の作成時点の限度額６億2,920万

円が記載してございます。現在、こちらにつきましては契約事務を進めているところでござ

います。 

  飛びまして、19ページをお願いいたします。 

  平成25年度の甲斐市水道事業予定貸借対照表から説明いたします。 

  こちらの貸借対照表は、企業の財政状況を明らかにするため、保有する全ての資産、負債、

資本を総括的にお示しするもので、25年度の決算見込みをもとにした予定財務諸表でござ

います。 

  概要で申し上げますと、資産の部といたしまして、１の固定資産は、（１）有形固定資産

のイからトまでの合計で、右側の数字になりますが、83億9,472万8,653円を予定しており

ます。（２）の無形固定資産はございません。２の流動資産は、（１）現金預金から（５）

の仮払金までの合計で９億8,516万6,518円を見込んでおります。以上により、資産合計は、

93億7,989万5,171円を予定しているものでございます。 

  20ページにお移りいただきまして、負債の部でございます。３の固定負債といたしまし

て、（１）引当金が5,860万円、４の流動負債として、（１）の未払金から（３）の預り金
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までの合計で4,428万4,535円。以上によりまして、負債合計は１億288万4,535円を予定す

るものでございます。 

  次に、中ほどにあります資本の部につきましては、５の資本金は、（１）の自己資本金の

合計42億4,830万473円と（２）借入資本金３億6,793万9,695円で、資本金合計は46億1,624

万168円を予定するものでございます。６の剰余金は、（１）の資本剰余金の合計38億

1,904万4,806円と（２）の利益剰余金の合計８億4,172万5,662円で、剰余金合計は46億

6,077万468円を予定するものでございます。以上により、下から２番目の資本合計は92億

7,701万636円を予定するもので、最後の負債資本合計は93億7,989万5,171円となり、19ペ

ージの資産合計と一致するものでございます。 

  ２枚お戻りいただきまして、15、16ページをお願いいたします。 

  こちらは平成26年度の甲斐市水道事業予定貸借対照表です。26年度の貸借対照表でござ

います。こちらは、ただいまの25年度の予定貸借対照表をもとに、26年度予算の予定量を

見込んだ財務諸表となります。 

  資産の部といたしまして、１の固定資産は、（１）有形固定資産のイからトまでの合計で

71億9,644万7,420円を予定し、２の流動資産は、（１）の現金・預金から（４）の仮払金

までの合計で５億6,868万4,917円を見込んでおります。以上により、資産合計は77億6,513

万2,337円を予定するものであります。 

  16ページにお移りいただきまして、負債の部でございます。３の固定負債につきまして

は、（１）の企業債と（２）の引当金の合計で２億7,396万9,917円、４の流動負債につき

ましては、（１）の企業債から（５）の引当金までの合計で１億2,460万5,250円、新たに

加わりました５の繰延収益といたしまして26億3,897万1,779円。以上によりまして、負債

合計は30億3,754万6,946円を予定するものであります。 

  次に、資本の部につきましては、６の資本金42億4,830万473円と７の剰余金の合計４億

7,928万4,918円で、下から２番目の資本合計47億2,758万5,391円を予定するものでありま

す。以上により、負債、資本合計は77億6,513万2,337円を予定するもので、15ページの資

産合計と一致するものとなっております。 

  続いて、18ページをお願いいたします。 

  25年度の予定損益計算書でございます。この損益計算書は、企業の経営成績を損益計算

の形でお示しするもので、25年度の決算見込みに基づき作成いたしたもので、単位は円、

税抜きとなります。 
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  まず、１の営業収益の計７億6,582万8,091円に対し、２の営業費用の計は６億6,463万

5,418円で、営業利益は１億119万2,673円を見込んでおります。また、３の営業外収益の計

623万6,448円に対し、４の営業外費用の計は2,214万9,305円となります。以上によりまし

て、経常利益は8,527万9,816円を見込んでおります。 

  この経常利益に５の特別利益を加え、６の特別損失を差し引いたものが下から３番目の当

年度純利益8,452万7,482円となり、前年度繰越利益剰余金はございませんので、この額を

当年度未処分利益剰余金として予定しております。 

  なお、参考といたしまして、21、22ページにはこのたびの会計制度の改正における注記、

注意書き、23ページに予算構成図、24ページに26年度の主要業務を添付してございますの

で、参考にしていただきたいと思います。 

  以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷部 集君） 説明が終わりました。 

  大変ご苦労さまでございました。 

  これより説明に対しての質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） わかったようなわからないようなというか、ほとんどわからないんで、

まずキャッシュ・フローというのは直訳するとどういう、何となくわかりますが。 

○委員長（長谷部 集君） 二宮係長。 

○上水道総務係長（二宮 仁君） キャッシュ・フローですね、直訳、正しいのかどうかちょ

っとわかりませんが、資金の流れという形でつくられているというふうに解釈していただい

てよろしいかと思います。これ、公営企業法上もキャッシュ・フロー計算書という名称を使

っておりますので、私どももこのままその名称を使わせていただいています。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 
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  松井委員。 

○委員（松井 豊君） それで、25年度の決算予定と、それから26年度の予定の貸借対照表

のこの大きな違いというのは、結局このキャッシュ・フローを導入したということだと思う

んですが、その辺もう一度、大きな原因というか説明をお願いします。 

○委員長（長谷部 集君） 二宮係長。 

○上水道総務係長（二宮 仁君） 今回の制度改正の中で、貸借対照表の中に一番大きく影響

してきますのが、減価償却の方法が変わっています。今までは国庫補助金等で補助金を受け

て資産を構成したもの、補助金を受けながらつくった建物等の減価償却が、補助金額を除い

た分が減価償却されていました。しかし、今回の制度改正で、全て満額に対して減価償却を

するように改正になりました。それですので、過去の分全てを今回減価償却しております。

ですので、比較をしていただきますと、総資産で約14億から15億分が今回の改正に伴いま

して一挙に減っています。それが大きな変更点でございます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） すみません、予算参考資料のちょっとお聞きしたいところは、６ペー

ジの固定資産購入費の中で、新田水源発電機あるいは新田配水池緊急遮断とか新田水源取水

ポンプと、大変な金額が出ているわけですけど、これ、耐用年数か何かで今回予算を組むわ

けですか。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。、 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） どうしても設備でございますので、耐用年数等がございます。

それが一番です。あとは、先ほど双葉地区については耐震診断を実施させていただくと、そ

れに基づいて、双葉地区の安定給水に向けた計画を立案させていただく計画でおります。つ

いては耐震診断をやらせていただきたいというお願いをしたところなんですが、双葉地区に

おいてはやはり水田の水源、配水池が一番メーンと申しましょうか、そんなことがあります

ので、そこらも勘案する中で、重点的な整備をしていきたいという考えからこのような予算

要求をさせてもらったところでございます。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） そうしますと、どのくらいの戸数に配水というか、送水しているか、

もしついでにわかればお示しをお願いしたいと思います。 
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○委員長（長谷部 集君） 三井係長。 

○工務係長（三井 浩君） 新田の受け持つ地域は、集落名、地域名で言わせていただきます

が、新田と菖蒲沢、そして岩森の一部の地域を持っております。約…… 

〔発言する者あり〕 

○工務係長（三井 浩君） 双葉の新田というところでございます。約400戸ほどの給水をし

ております。それで、高いところですから、下のほうに事故ありきときは、その水系を使っ

て有効に活用するような形をとっております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） ちょっと次のページで７ページで、先ほどご説明いただいた中で、

04の中で、７ページの上から２行目、３行目で、竜王テレメーター，それと双葉テレメー

ター更新工事、業者が今２社あると思いますけれど、今度あれですか、規格が違うからとい

うことで１社にするわけですか。それとも品質の違いか何かで１社にするか、その辺をちょ

っとお示しをお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） 品質で特に変わるという部分はないわけでございますが、合併

以前から竜王については日立製、それから双葉については富士電機製を使っておりました。

そんな関係で当然系統も２つで来ます。画面にしても二画面を見比べなきゃ、一つの画面で

パソコンで操作ということができないのでパソコンも２台ということで、不都合がございま

す。それと、あとはどうしても今後の維持管理を考えたときには、統一していくのがいいと、

そのほうが職員の労力も省くことができると、そういう形の中で将来的なことも考える。せ

っかく更新の時期なんで、機種の統一ができないか検討してまいりたいという内容でござい

ます。 

○委員長（長谷部 集君） 三浦委員。 

○委員（三浦進吾君） そうしますと、予算のこともございますけれど、品質は変わらないと、

どちらかにするということだから、これは例えばそういう場合には入札かなんか、その辺に

関してはどんなふうに考えているかお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） 実際の詳細については新年度予算をご議決いただいた後で検討

ということになるんですが、その仕方によっては、こういう内容的な部分もございますから、
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プロポーの検討もしていかなくてはならないのかなと。あとは専門性が当然ございますので、

遠方監視システム、テレメーターのことでございますので、これから具体的なものは詰めて

いきたいと考えております。 

〔「はい、了解」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  米山委員。 

○委員（米山 昇君） 先ほど竜王新町の第４水源ですか、売却するというお話がありまして、

収入のほうに371万7,000円、これ、51年の取得時の帳簿価格ということで載っておりとい

う説明を受けましたが、実際の売却価格というのはどのくらいの金額で、面積はどのくらい

のものなのか、お聞きをしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） 面積につきましては243.04平方メートルになります。それか

ら売却の価格につきましては、これから売却希望者との交渉事になります。できれば、予算

書のほうには帳簿価格を載せていただいたということで、私どもは企業会計、独立採算でご

ざいますので、私どもとしては極力これを下回ることのない価格で売却のほうをしたいとい

うことで交渉をしてまいりたいと考えております。 

○委員長（長谷部 集君） 米山委員。 

○委員（米山 昇君） そうすると、まだこれは売却していないということですので、この価

格でいいかと思いますが、当然同じということはなくて、価格が変わってくると思うんです

けれども、そうなった場合のこちらの４ページのほうのキャッシュ・フローといいますか、

そちらのほうへは影響額というですか、変更というのは出てくるんでしょうかね。 

○委員長（長谷部 集君） 二宮係長。 

○上水道総務係長（二宮 仁君） 固定資産の売却代金、資本的収入の欄に記入している額は

帳簿価格ということになります。それから、もしそれより高く売却ができた場合には、これ

は収益的収支のほうに計算されます。そちらの欄の特別利益（固定資産売却益）という科目

がございます。そうしますと、それはキャッシュ・フローからいきますと、先ほど課長のほ

うからも説明ありましたが、一番上の当年度純損益、こちらのところに影響が出てきます。

ですので、具体的にキャッシュ・フローの２番ですね、投資活動によるキャッシュ・フロー

のところに数字が変わってくるということはございません。 

  以上です。 
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○委員長（長谷部 集君） よろしいですか。 

  その他質疑ございませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 予算説明書の１ページ、給水収益６億9,200万ですが、昨年に比べて

９％くらい減っています。これはさっき説明ではルネサスの撤退とあったんですが、ルネサ

スの撤退のマイナス、それから消費税の関係の３％なども含めての数字ということでよろし

いでしょうか。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） そのとおりでございます。 

○委員長（長谷部 集君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） ちなみに、ルネサスの撤退は何月想定でこれ計算していますか。もう

一回、すみません。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） 一応予算的なものでございますので、厳し目と申しましょうか、

４月からの分という形の中で計算はさせてもらっております。あくまでも想定でございます。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 固定資産購入費の中で、これは今回計上されていないんですけど、前

年度でもって新規水源の確保ということで、双葉地区にね、今年度は予算措置はしていない

ということですけれども、この双葉地区の水源を確保するという、前年度に引き続きそのこ

とは本年度やらんということは、その水源に関しては、これ決算のところでやるかもしれな

いですけど、その辺のところはどういう流れになっていますか。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） これにつきましては、さきの補正予算の際にご指摘いただいて

いますように、双葉の水源確保、施設の統廃合と含める中で、双葉地区に新たに２カ所の水

源を確保してということで、それに先立って、試掘に先立った調査をしたところなんですが、

それぞれ大垈、志田地内なんですが、期待した水量、大垈日量1,800トン、志田1,200トン

日量、そこに調査の結果が350から700トンしか見込めないというところで、中止にしたい

ということで補正をさせてもらいましたので、それにかわる代替案じゃないですけれども、

双葉地区についてはこういうような形で、耐震診断をまずさせていただく中で、施設整備を
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進めていきたいということで新年度お願いしたというところの内容になっております。 

○委員長（長谷部 集君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ということは、中止ということで、そのことの事業については今後は

もうやっていかないということなんですかね。その辺はどうなんですか。 

○委員長（長谷部 集君） 花田課長。 

○上水道課長（花田茂美君） 結論的には、新水源２カ所については中止をしたということで、

新たな方策を考えていくということでございます。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  名取委員。 

○委員（名取國士君） ちょっと教えてもらいたいんですけど、６ページで、新田水源発電機

設置工事とあるんですけど、これ、停電用の発電機ですか。 

○委員長（長谷部 集君） 水川係長。 

○施設管理係長（水川良一君） さようでございます。停電用に新田、先ほど課長が申しまし

たが、高いところで、ここの水を有効活用できるように発電機を備え、不慮の事故に対応す

るものでございます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） 停電はいいんですけど、これでほとんど終わりですか。まだほかにあ

るんですか、こういうやっぱり配水場に発電機がないところ。 

○委員長（長谷部 集君） 水川係長。 

○施設管理係長（水川良一君） はい、当然全てに備えられているわけではございませんので、

計画的に設置していくことを考えております。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） これつけて、あととりあえずどのくらい残っている、わかる。わから

ない。 

○委員長（長谷部 集君） 水川係長。 

○施設管理係長（水川良一君） 今たしか８カ所設置されておりますので、場所を見ながら設

置していきたいと、竜王と双葉合わせまして今23水源ございますので、その施設をできる

だけ網羅できるような形で考えていきたいと考えております。 
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  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） わかりました。 

  その下の新田配水池緊急遮断弁分水栓設置工事とあるね、これは耐震を兼ねてやるんです

か。この分水弁だけですか、この工事は。 

○委員長（長谷部 集君） 水川係長。 

○施設管理係長（水川良一君） 点が打ってございますが、配水池にまず緊急遮断弁を設置い

たします。事あるときに配水池の中に水がためられるようにと。それで、ためておきまして

も、何かあったときに取って有効活用ができるように、まず遮断弁で水をとめると、そして、

分水栓という名前を使っておりますが、それで配水池に残った水を取り出す方法を考えると、

そういう２つの計上でございます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） そのあれでわかるんだけど、僕が言っているのはね、耐震用にこれ使

う、今の説明わかったんだけど、この工事自体がやるのに何、水のタンク、それはもう耐震

になっているの。 

○委員長（長谷部 集君） 水川係長。 

○施設管理係長（水川良一君） 新田につきましては、平成22年度に耐震診断を行いまして、

当然56年度に建築基準法の確認なんかもありまして、つくるものもそういう耐震に対応し

てつくっておりますが、22年度の結果も耐震は大丈夫だと、そういうことですので、それ

に基づいて整備していくと、そういうものでございます。 

○委員長（長谷部 集君） 名取委員。 

○委員（名取國士君） わかりました。この分水弁やっても、もとが耐震になってなきゃさと

思って、それを聞こうと思ったんですよ。はい、ありがとうございました。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

  樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） 水道事業の会計予算説明書の１ページですけれども、前年度と比較し

ますと約8,660万円増ということで、１つはルネサスの撤退の影響、それからもう一つは長

期前受金の戻し金、それからあと消費税の還付金3,890万ですか、これらの影響が前年度と

比較したときに8,660万の増ということになっているのかと。その辺いかがですか。説明を
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お願いします。 

○委員長（長谷部 集君） 二宮係長。 

○上水道総務係長（二宮 仁君） まず一番大きなところが営業外収益の７番の長期前受金戻

入、これ、先ほど説明させていただきました制度改正に伴いまして、減価償却制度が変わっ

た分です、これが収入として１億980万6,000円入ってきています。これがまず一番大きな

ところになります。あとは、今回消費税が還付になります。仮受消費税に対して仮払消費税、

この比較で26年度は還付の予定が見込まれています。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） もう一つ、参考資料のほうですが、６ページ、改良工事費の中の基幹

管路の耐震化工事の関係でございますが、前年度と比較しますと約1,300くらい違うんです

が、平成26年度の基幹管路の耐震化をやりますと、どのくらいの要するに目標というか、

基幹管路の耐震化がどのくらい完了するのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷部 集君） 三井係長。 

○工務係長（三井 浩君） 平成25年度末の予定で38.9％を予定しております。26年度末に

おきましては57.8％まで数値を上げていきたいという計画でございます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 樋泉委員。 

○委員（樋泉明広君） これを完了するのは、何年くらいかかって完了するのか、教えてくだ

さい。 

○委員長（長谷部 集君） 三井係長。 

○工務係長（三井 浩君） この計画そのものが平成19年に策定されました水道ビジョンで、

１万5,655メーターということで計画をされております。それで計画的な改良工事、基幹管

路の耐震化を行っておるわけですけれども、計画では29年度に100％に達する予定でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） その他質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（長谷部 集君） なければ、質疑を終了し、以上で審査を終了いたします。 

  これより本委員会に付託されました議案第45号 平成26年度甲斐市水道事業会計予算に
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ついて、順次、討論、採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はございませんか。 

  まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

○委員（松井 豊君） 日本共産党甲斐市議団、松井豊です。 

  議案第45号 平成26年度水道事業会計予算につきまして反対討論を行います。 

  既にご存じのとおり、昨年、上水道の基幹管路耐震化を前倒しして、水道料金を10％引

き上げています。上水道耐震化は喫緊の課題ではありますが、市民の負担は諸物価の値上が

り、収入減のもとで大変な状況にもあります。これに加えて、新たに消費税増税分の３％を

水道料金に転嫁すると、13％の引き上げとなり、９種類の公共料金引き上げ分2,700万円の

うちの55％相当がこの部分に当たります。しかも、先ほど話のありましたルネサスの撤退

によるさらなる増額も予測もされます。 

  甲斐市の水道水は、安くておいしい安全な水道水として、市民からも高く評価されていま

す。自治体の財政難は承知しておりますが、市民の生活も一層深刻です。こうした実態をよ

く考え、消費税の転嫁は避けるべきと考え、反対討論とします。 

  以上です。 

○委員長（長谷部 集君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（長谷部 集君） ないようですので、これで討論を終わります。 

  これより本案について採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 

  本案に賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（長谷部 集君） 着席ください。 

  起立多数です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任願います。 

  以上で、本委員会に付託されました議案の審査は全て終了をいたしました。 

  委員各位におかれましては、延べ６日間にわたる慎重審査、まことにご苦労さまでした。 

  皆様のご協力をいただきまして、一度も時間延長することなく、多少時間を費やした部分

もありましたけれども、スムーズに進行いたしましたこと、改めて御礼申し上げます。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（長谷部 集君） 以上をもちまして、予算審査特別委員会を閉会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ３時４５分 

 


